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エ

教

授

の

法

理

1
1
1

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ケ
ル
セ
ニ
ス
ム
の
批
判
的
炭
取
と
超
克
例
|
|

の

ロ

G.エロー教授の法理論の特質

序法
実
証
主
義

法
秩
序
の
体
系
化

創
始
権
力
の
観
念
と
実
際

結
序

。ミ

z仲間
耐
〉

C
U
教
授
は
、
現
在
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
法
政
経
学
部
の
憲
法

担
当
の
教
授
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
お
よ
び
法
哲
学
界
の
中
堅
の

一
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

ま
た
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
議

(
h
g
ω
丘
一
号

-u阿川口
コ
)
同
高
)

の
所
在
地
と
し
て
国
際
色
豊
か
な
同
市
の
法
学
部
教
授
た
る
に

壬1為
再開

特

質

、師歯
伺三

瀬

，忠

ふ
さ
わ
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
主
義
者
で
あ
り
、
そ
の
指
導
的
実
践
家
の
一

人
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
同
教
授
の
法
理
論
が
、
と
く
に
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
く
の
は

次
の
三
点
に
よ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。

同
教
授
は
フ
ラ
ン
ス
の
公
法
学
者
と
し
て
は
珍
ら
し
く
、
明
瞭
に
ま

1 
た
自
覚
的
に
、
若
干
の
重
要
点
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
の
影
響
を
受

け
て
い
る
。
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2 

し
か
し
、
ヶ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
に
対
し
て
、
大
胆
な
批
判
を
加
え
、

さ
ら
に
進
ん
で
基
本
的
諸
問
題
に
つ
い
て
、
独
創
的
な
見
解
を
打
ち
出
し
て

い
る
。
3 

そ
の
独
創
性
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
現
代
法
学
理
論
上
の
系
譜
が



介

港
み
、
す
ぐ
れ
て
フ
ラ
ン
ス
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
点
に
対
す
る
解
明
が
小
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

紹

予
め
断
わ
っ
て
お
ぎ
た
い
の
は
、
本
稿
の
免
か
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
二
重
の

限
界
で
あ
る
。
第
一
の
も
の
は
、
筆
者
の
専
攻
か
ら
い
っ
て
、
公
(
憲
)
法
学

的
関
心
に
よ
る
か
た
よ
り
が
生
ず
る
だ
ろ
う
こ
と
。
第
こ
に
は
、
筆
者
が
ケ

(
2
》

(

3

J

V

ル
ゼ
ン
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ケ
ル
セ
ニ
ア
ン
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
現
代

法
学
の
諸
潮
流
の
全
体
像
に
つ
い
て
、
充
分
研
究
し
尽
し
て
い
な
い
た
め
、

絞
上
の
問
題
点
の
掘
下
げ
方
も
、
不
徹
底
に
終
ら
ま
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う

こ
ト
コに

も
か
か
わ
ら
ず
敢
て
小
稿
の
発
表
を
急
ぐ
こ
と
に
し
た
の
は
、
筆
者
が

エ
ロ
l
教
授
を
「
ケ
ル
ゼ
ニ
ス
ト
」
と
一
評
し
た
と
既
に
公
表
さ
れ
て
い
る
の

で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
で
ま
る
だ
け
早
い
機
会
に
弁
明
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
に
対
す
る
批
判
・
教
一
不
を
い
た
だ
い
た
う

え
で
、
よ
り
徹
底
し
た
検
討
を
、
現
在
進
め
つ
つ
あ
る
総
合
的
研
犯
の
中
で

展
開
し
た
い
と
思
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
本
稿
で
は
、
以
上
の
問
題
点
と
限
界
と
を
意
識
し
な
が

ら
、
同
教
授
の
基
礎
的
業
績
で
あ
る
博
士
論
文
の
紹
介
を
中
心
に
、
そ
の
法

理
論
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
て
み
た
い
。

山

一

九

二

O
年
生
。
ト
ウ
ル
l
ズ
大
学
法
学
部
学
生
時
代
ロ
ロ
℃

3
5
5

の
講
義
を
聴
く
。
法
学
博
士
で
あ
る
ほ
か
、
哲
学
科
の
文
学
士
で
も
あ

る
。
一
九
四
七
年
、
ト
ウ
ー
ル

l
ズ
法
学
部
講
師
。
一
九
四
八
年
教
授
資

格
を
と
る
。
一
九
五
五
年
ま
で
、
ハ
ノ
イ
、
ト
ウ
ル
l
ズ
、
モ
ロ
ッ
コ
の

法
学
部
に
、
法
学
部
長
代
理
等
と
し
て
勤
務
、
一
九
五
五
年
以
降
、
ス
ト

ラ
ス
プ
ー
ル
法
学
部
教
授
で
あ
り
、
ザ

1
ル
法
学
部
招
九
い
教
授
、
イ
タ

リ
ヤ
の
ヴ
オ
ル
ダ
オ
ス
ト
の
連
邦
主
義
研
究
所
の
教
授
を
兼
ね
る
。

間
碧
海
純
一
、
純
粋
法
学
、
法
哲
学
講
座
第
四
巻
所
収
。
横
田
喜
三
郎
、

純
粋
法
学
、
勤
草
法
学
選
集
、
を
主
と
し
て
参
照
し
た
。

聞
の
}
同
白
H
-
g
何
回
目
ロ
B
白
ロ
ロ
教
授
が
、
「
ケ
ル
ゼ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

唯
一
人
の
弟
子
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
。
後
掲

Fw問
日
含
・
匂

-Ea・
町
内
巳
，

mg-HV・
5ω
・
エ
ロ
l
教
授
の
私
宛
通
信
中
で
、
同
教
授
を
「
賞
讃
は
す

る
が
、
負
う
て
い
る
と
乙
ろ
は
な
い
。
彼
は
あ
ま
り
に
も
全
面
的
に
ケ
ル

ゼ
ン
的
す
ぎ
る
」
と
評
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
教
授
が
ケ
ル
ゼ
ン
の
想

論
に
若
干
の
批
判
・
修
正
を
加
え
て
い
な
い
訳
で
は
な
い
。

(
u
r
・
巳

Z
ロ-

EhHHMP
同
弘
吉
田
件
付
白

n
cロ目立
z
t
cロ
ロ
巳
}
町
丘
町
出
血
ロ
お
わ
D
C
H
n
cロ・

丘
町
三
宮
ロ
ロ
色
一
目
〔
可
〉
E
C
H
E
r
m
w
H
r
g
o
句

R
F
H
U
N
∞u
ω
己めロ
n
O
L
E

仏
門

CH仲
立
印
C口
5
-
c
mぽ
守
口
回
目
宮
古
川
口
mbo
仏

O
阿内包
Z
P
Fロ
包
含
r
o仏
巾

印

c
n
-
c
-
c
m
F
A
E
m
2
U
H
C
F
H甲
山
∞
u

同
)
・
印

Ui吋
h
f
F司』ロ】寸
2
5
2
目
白
門
町

o
x

ロ白
E
H
o
r
百
円
。
ロ
】
「
C
W
Z白宮町内
]
W
H
m
w
g
u
h
D
E
H印
岳
山
口
円
三
円

n
cロ目

丘町門口巴
Cロ
ロ
巳
円
O
B沼田町作一切

H也市
山

()jH山出
向
日

H"
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
の

ケ
ル
ゼ
ン
的
見
解
を
示
す
。
な
お
、
同
教
授
の
指
導
下
の
研
究
と
し
て
、

〉
包
括

r
F
y向公
YCLo-cm-
。2
0
万一三
b
g
c
-
c
m
E
Y
ユ《凶
S
5・円
r
g
0・

阿川田『

F
S色
が
あ
る
。

凶
野
田
良
之
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
近
の
法
思
惣
、
法
哲
学
年
報
一
九

六
O
、
一
二
三
頁
註
問
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
全
般
的
展
望
を
与
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G ・エロー教授の法理論の特質

え
た
唯
一
の
邦
語
論
文
。

同
「
フ
ラ
ン
ス
現
代
憲
法
学
の
形
成
と
発
展
」
。

附

円
h
w
o
E
B
Y江
仕
官
σ
2
-
o
司
O
E
O
-門司門戸間
F
E
F円
m
w
p
g
p
叶
c
c
-
c
E
P

ω町内山可
w
H
E
P
怠。

-u・(叶
rgm-
と
略
)
0

左
記
の
最
近
の
諸
論
文
に
お
い

て
は
、
博
士
論
文
が
提
示
し
た
基
本
的
諸
見
解
の
補
完
・
展
開
を
み
る
と

と
が
で
き
る
。

F.吉
田
ロ
ゆ
口
口
。
仏
問
問
。
-ω
⑦
ロ
弘
同
ロ
田

-
2
門田
cn丹江口
g
(片
岡
白
口
明
白
回
目
白
骨
同

白血古田一間口
D]叩
)
n
c
E
O
B間百円
E
5
2
W
5
〉
ロ
ロ
と
g
p
w
宮
町
田
n
E
F
b
L
o

os-件仏
師
、
H，cc-cE∞
mw
呂
町
岱
ゆ
同
】
・
ロ
C
I
H
S
-
(同
丘
町
間
口
・
と
略
)

ωロ
円
仏
間
口
H

g
ロロ冊目)巴
O口問

L
m
u
z
n
O
B匂
公
開
ロ
ロ
P

5
〉
R
E〈
g

L白

司
E
C
ω
C
M
M
E
O
L。
ロ
HD昨
(
K
M

同V
D
と
略
)
u
H匂
巴
司
・

ω
印
!
命
令
D
E
-
-

仲町ロ円相
E
)

河
内
問
問
同
仏
印
印
口
吋
】
回
目
)
}
己
D印
DH】
}
阿
佐
仏
ロ
仏
門
CM骨
片
岡
民
話
回
一
切
開
口
D口件。日間
)Da

g
-ロ
P
百
円
。

O
B
M門
司
S
ロ
包
Fhvι
・
司
町
民
河
・

0
皆、

F
P
H
U
∞。・

F
N
W

℃
・
巴
吋
l
日品川
Y

(

河内山間同門仏
ω
)

E
S
-
-
L
E
]戸
E
F
G
C
P
2
7向
F

a

g

-
尽
き
ミ
v
S
F
官
-

hH吋
吋
品
山
田
(
)
(
〈
ω-EF芯・)

円
S
H叩円
I公
血
件
直
己
m
w
H白
印
ロ
匂
同
白
i
口白色
C口問
-
2
Z
獄門
T
山g
r
-ロ
〉
同
ν・

ロ
-
u
H
g
H
・-v
・口由
l
s
r
q
E
b円白ご

円。
ω
仏門
o
-
z
m
m
g口同町

MME--ω
〈

UCロ〈
Oロ巴
c
p
E
H』
同
νHcgaFC口

百
円
。
日
阻
止
0
5
-
m
乱。
ω
骨
0
5
色。

-
w
F
O
E
S
m
Eロ印

-
o
g
L
E
E
S
-

HV品目
P
。
出
口

ON・
5
2
w
-
u
-
H
S
2
∞
-
(
司

HD件。
2
5ロ・)

o
z
.
2円
円
巾
』
E
w
F
H
r
b
C
2
0
町内山口
b
S
F
L
E
L同1
0
F
E
〉
-HV-H)-w

HUmNU-M-HNOHN吋・(、
H
d
b
o円
-0・)

法
実
証
主
義
(
ロ
ロ
句
。
包
丘
三
回
目
。
守
口
仏

E
Z巾)

そ
も
そ
も
法
実
証
主
義
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
正
確
な
概
念
内

1
i
n
u
 

容
を
決
め
る
こ
と
は
、
必
ら
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
本
節
で
は
、

エ
ロ
!
教
授
の
法
理
論
が
法
実
証
主
義
中
の
独
自
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
を

述
べ
た
い
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
法
実
証
主
義
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と

を
、
必
要
な
限
度
で
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

い
っ
た
い
沿
革
的
に
い
っ
て
、
実
証
主
義
が
、

A
・
コ
ン
ト
お
よ
び
そ
の
影

ポ
グ
チ
グ
イ
ス
ム

響
下
に
展
開
さ
れ
た
「
実
証
主
義
」
の
傾
向
の
洗
礼
を
受
け
た
後
の
所
産
で

あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
想
起
し
て
お
こ
う
。
ワ
リ
イ
ヌ
教
授
は
、
こ
の
コ
ン
ト

的
主
張
な
い
し
方
法
を
、
「
哲
学
的
実
証
主
義
」
と
名
づ
け
、
そ
れ
は
一
切
の

形
而
上
学
的
思
弁
ー
ー
し
た
が
っ
て
先
験
的
・
絶
対
的
概
念
に
も
と
づ
く
自

然
法
ー
ー
を
追
放
し
、
経
験
的
に
検
証
可
能
な
事
実
に
基
づ
く
考
察
の
み
を

科
学
的
と
し
て
承
認
す
る
立
場
と
し
て
い
る
。
デ
ユ
ギ
l
が
、
「
真
に
か
つ

排
他
的
に
科
学
的
な
」

l
|
社
会
学
と
し
て
の
1

1
憲
法
学
の
建
設
の
燦
火

を
あ
げ
た
時
、
多
分
に
こ
の
意
味
の
実
証
主
義
精
神
に
燃
え
て
い
た
と
い
え
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ト
A
h
w
h
J
o

ポ
ジ
チ
グ
ィ
ス
ム
・
ジ
ュ
リ
デ
ィ
ク
ポ
ジ
チ
グ
ィ
ス
ム
・

し

か

し

今

日

通

常

「

法

実

証

主

義

」

あ

る

い

は

「

社

会

学

的

y
V
芳
ロ
ジ
ク

実
証
主
義
」
と
い
わ
れ
て
い
る
諸
学
説
の
う
ち
、
こ
の
「
哲
学
的
実
証
主
義
」

の
前
提
を
採
用
す
る
も
の
は
む
し
ろ
少
数
(
一
ぷ

F
F川
崎
誠
討
で
)
で
あ
っ
て
、



介

自
然
法
を
法
学
上
は
拒
否
す
る
が
、
法
学
以
外
の
領
域
に
お
い
て
、
宗
教
的
・

倫
理
的
自
然
法
を
む
し
ろ
明
確
に
肯
定
し
て
い
る
v

と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

紹

し
た
が
っ
て
、
法
学
上
の
諸
々
の
実
証
主
義
を
包
括
す
る
決
定
基
準
と
し
て

は
、
そ
れ
ら
が
1

「
実
定
法
の
み
を
法
と
す
る
」
こ
と
、

2

「
法
的
義
務
力

と
は
、
社
会
的
に
組
織
さ
れ
た
強
制
力
に
よ
っ
て
制
裁
さ
れ
る
義
務
力
で
あ

る
」
こ
と
と
い
う
一
一
点
で
共
通
し
て
い
る
、
と
で
も
み
る
ほ
か
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
実
証
主
義
と
社
会
学
的
実
証
主
義
の
聞
の
相
違
に
つ

い
て
は
、
前
者
は
、
法
規
の
形
式
・
内
容
が
上
位
法
(
窮
局
的
に
は
根
本
)
規

グ
ア
リ
J
J

プ

ィ

テ

ア

ナ

範
に
適
合
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
妥
当
性
」
を
決
定
す
る
「
恩

ナ
ュ
デ
ス
プ
リ

惟
態
度
」
で
あ
り
、
後
者
は
社
会
学
的
に
「
実
効
性
を
も
っ
て
適
用
さ
れ

て
い
る
法
」
を
実
定
法
と
し
て
解
明
す
る
恩
惟
態
度
だ
、
と
い
っ
て
お
こ
う
Q

こ
の
よ
う
な
見
解
に
学
者
が
一
致
を
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
体
そ

の
線
に
そ
っ
て
法
実
証
主
義
の
代
表
者
と
し
て
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ

1
ル
や
ケ

ル
ゼ
ン
を
挙
げ
、
社
会
学
的
実
証
主
義
者
と
し
て
は
、
ル
、
不
・
カ
ピ
タ
ン
や
デ

ユ
ギ
|
及
び
そ
の
弟
子
達
(
刊
記
1
ズ
)
を
挙
げ
る
の
が
通
常
で
札
口
ぃ
。

山

富

-
gピ
5
p
同

M
g
E
1
2
5
』

Z
E
E
C
P
B己
D
S
Z
2
5
2
8♀

c-cm-AC⑦
w-ロ
Y
向
内
山
}
戸
口
問
巾
印
わ
白
同
一
『
A

山
内
】
巾

74[白

-rm円
mu]戸川
百

ωωw
℃
田
町

H申
巾
仲
間
・

凶

F
Eロ
ロ
巴
間
三
F
F白
仏
円
。
町

2
2克
己
氏
。
口
口
。

-
2
-
ω
ω
D円
3-cmwv

5
g
w
H
r
ω

こ
の
動
向
は
、
一
八
八

O
i
一
九

O
O年
の
私
法
に
お
け

る
「
註
釈
学
派
」
の
衰
退
お
よ
び
「
科
学
学
派
」
の
勝
利
と
、
関
連
し
て

考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

回
忌
当
日
-
5
0
W
C
古
島

L-
切
符
ω
・

凶
冨
・
〈
Ew--可
W
E
B
S
b
σ
』ロユ門

-
5
5・
5
2
u
同)・

2
・

同

ζ
-
g
ω
-
5
0
v
D℃
口

町

了

間

》

印

ωωI叶
な
お
野
田
・
前
掲
一
一
九
頁

参
照
。

附
も
っ
と
も
こ
の
常
識
的
見
解
に
対
し
て
は
、
客
観
主
義
か
主
観
(
意
志
)

主
義
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
と
と
に
も
ふ
れ
て
お

こ
う
。
前
者
は
人
間
怠
志
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
法
の
寄
在
を
前
提
と

し
、
後
者
は
法
秩
序
の
妥
当
性
が
人
間
の
意
志
に
起
源
を
も
つ
も
の
と
解

す
る
。
ワ
リ
イ
ヌ
は
自
然
法
に
対
す
る
法
実
証
主
議
お
よ
び
社
会
学
的
実

証
主
義
(
.
仁
村
1
)
の
対
立
よ
り
も
、
客
観
主
義
一
対
意
思
主
義
の
対
立
が
よ

り
根
本
的
で
は
な
い
か
と
し
(
玄
者
と

sow-℃
'nF
匂
包
P
月
・
∞

8
・

E
吋
子
円
2
笠
宮
号

-
u
C
E
s
s
z
m
g
g
二
z
E
E
E
Lロ
冨
舎
ロ
間
g

冨
-
E
2
2
0
F
H
U
M
P
同y
S
ロ
OHO(H))、
エ
ロ

l
教
授
は
こ
の
見
解
を
進

め
、
デ
ユ
ギ

i
学
派
を
「
イ
デ
ア
リ
ス
ム
」
(
自
然
法
説
含
む
)
と
同
様
の

ソ

νオ
ロ

νズ
ム

客
観
主
義
に
も
と
づ
く
「
社
会
学
主
義
」
と
し
て
分
類
し
、
「
実
証
主
義
」

¥
河
命
向
脳
内
包

ω
・J
O

と
対
立
す
る
固
有
の
一
学
派
と
し
て
把
握
し
て
い
る

t-m包
)

で
立
ち
入
っ
た
検
討
は
で
き
な
い
が
、
法
実
証
主
議
イ
コ
オ
ル
客
観
主
義

と
解
す
る
の
は
早
計
で
あ
り
、
む
し
ろ
極
め
て
主
観
的
な
意
思
主
義
の
理

論
で
も
あ
り
う
る
乙
と
に
注
意
を
商
寓
す
る
。
何
を
も
っ
て
「
客
観
的
」
「
主

観
的
」
と
い
う
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
エ
ロ

l
教
授
は
、
客

観
主
義
と
主
観
主
義
を
次
の
四
種
に
区
分
し
て
い
る
。
-
絶
対
的
客
観
主

義
は
、
一
切
の
人
間
意
志
か
ら
独
立
し
て
法
が
事
在
す
る
と
い
う
自
然
法

な
い
し
社
会
法
説
(
デ
ユ
ギ

1
1
2
ケ
ル
ゼ
ン
の
相
対
的
客
観
主
義
で
は
、
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法
の
内
容
は
意
志
的
・
実
定
的
創
造
で
あ
り
、
妥
当
性
が
形
而
上
学
的
か

っ
客
観
的
。

3
実
定
的
相
対
的
客
観
主
義
(
エ
ロ
l
)
に
よ
れ
ば
、
法
内
容

は
意
志
的
・
実
定
的
創
造
で
あ
り
、
妥
当
性
は
実
定
的
で
客
観
的
で
あ

る
。
4
主
観
主
義
は
、
法
秩
序
全
体
の
妥
当
性
が
意
士
山
的
か
つ
形
而
上
学

的
起
源
を
も
っ
と
解
す
る
。
寸
志
田
町
・
円
以
・

5
H
ロ
O
B
(同)・

こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
法
実
主
+
轟
の
「
父
」
(
吋
d
u
ι
ω
)
が
、
カ

レ

l
e
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
、
少
な
く
と
も
公
法
学
者
間

(1カ
で
異
論
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
法
実
証
主
義
的
傾
向
の
強
い
今
日
の
フ
ラ

ル
プ
リ
ュ
・
グ
ラ
ン

ン
ス
公
法
学
者
の
多
く
が
、
彼
を
「
最
も
偉
大
」
な
法
学
者
と
呼
ん
で
い

る
の
を
、
筆
者
は
少
な
か
ら
ぬ
機
会
に
耳
に
し
た
。
我
国
に
知
ら
れ
る
こ
と

の
少
な
い
、
こ
の
第
一
級
に
重
要
な
公
法
学
者
の
紹
介
に
こ
こ
で
立
ち
入
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
だ
そ
の
法
理
論
の
最
も
注
目
す
べ
き
特
色
だ
け
を

G ・エロー教授の法理論の特質

摘
記
し
て
お
き
た
い
。

法
実
証
主
義
者
と
し
て
の
彼
の
面
白
は
次
の
主
張
を
み
れ
ば
明
ら
か

ピ
ュ

l
ル
・
フ
エ

で
あ
る
。
憲
法
は
国
家
の
「
絶
対
的
条
件
」
を
な
す
「
純
然
た
る
事
実
」
で

ド
グ
ν

(

l

d

あ
り
、
国
家
権
力
お
よ
び
実
定
法
を
「
段
階
の
問
題
」
と
し
て
、
構
造
的
・

1 
形
式
的
に
認
識
・
説
明
す
る
こ
と
が
法
学
の
任
務
で
あ
る
。
政
治
的
・
倫
理

的
考
察
や
価
値
判
断
は
厳
し
く
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
実
定
法
の

本
質
は
「
直
接
的
強
制
方
法
に
よ
る
制
裁
」
を
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
制
裁
力
を
国
家
が
独
占
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
定

法
イ
コ
オ
ル
国
家
法
で
あ
っ
て
、
慣
習
は
法
で
は
な
い
。
た
め
に
、
彼
の
法

理
論
が
「
国
家
的
実
証
主
義
」
(
刊
吋
)
と
か
「
狭
い
実
証
主
義
」
(
日
ロ
)
と

呼
ば
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
注
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
が
国
家
権
力
な
い

し
実
定
法
に
比
べ
て
は
る
か
に
「
優
越
」
す
る
と
こ
ろ
の
宗
教
的
a

倫
理
的

法
則
に
対
す
る
尊
敬
の
必
要
性
を
、
明
示
即
あ
る
い
は
黙
示
的
に
強
調
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
精
神
が
、
彼
の
厳
格
な
法
律
論
の
価
値
の
ほ
か
に

「
倫
理
的
な
輝
ぎ
」
を
そ
え
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
実
証
主
義
者
を
し
て
、
権
力

に
盲
従
的
な
、
た
ん
な
る
法
技
術
屋
に
堕
す
る
こ
と
を
免
が
れ
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
。

2 

彼
の
法
理
論
は
、
そ
の
発
想
、
本
質
、
性
格
に
お
い
て
、
き
わ
め
て

フ
ラ
ン
ス
的
で
あ
る
。

彼
は
ド
イ
ツ
系
学
者
(
刊
万
一
一
口
γ
f
h
j
h州
、
ケ
ト
・
げ
W
M
い
れ
い
に
)
の
著
作

を
研
究
・
紹
介
し
利
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
流
の
「
法
実

証
主
義
」
を
直
輸
入
し
た
の
で
は
全
く
な
い
。
両
者
の
類
似
は
表
面
的
な
も

の
に
と
ど
ま
り
、

そ
の
内
容
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
国
(
法
)
の
理
論
」
に
外
な
ら

北法 14(2・107)309

ず
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
精
神
に
深
く
培
か
わ
れ
た
公
法
原
理
に
照
し
て
、

伝
統
的
な
法
理
論
を
再
構
成
し
、
第
三
共
和
制
フ
ラ
ン
ス
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
の
現
実
に
適
合
さ
せ
た
」
の
で
あ
る
。

3 

彼
の
方
法
論
に
は
し
か
し
、
ウ
ィ
ー
ン
学
派
が
発
展
さ
せ
た
よ
う
な



介

徹
底
し
た
追
求
は
な
く
、
「
単
純
で
平
静
な
信
頼
」
を
も
っ
て
、
実
定
法
の

レ
ア
リ
テ
ジ
三
リ
デ
ク

「
法
的
現
実
」
を
解
明
す
る
方
法
に
終
始
し
た
。

紹

し
た
が
っ
て
彼
の
法
実
証
主
義
の
方
法
論
に
「
素
朴
」
、
「
伝
統
的
」
(
刀
ラ
)

と
い
う
形
容
詞
を
冠
し
う
る
理
由
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
代
フ

ラ
ン
ス
法
実
証
主
義
の
主
流
的
学
者
に
、
こ
の
意
味
で
の
素
朴
さ
に
由
来
す

る
方
法
論
上
の
不
徹
底
性
と
同
時
に
、
法
(
社
会
)
的
現
実
に
対
す
る
健
全
な

良
識
が
同
居
し
て
い
る
の
は
、
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ

l
ル
の
遺
習
で
も
あ
る
。

山

n
R忠
弘
O
F
F
-
r
m同開ゅの
D
ロ
E
t
E
-
cロ
ん
ニ
山
岳
合
同
庁
間
合

-bgrι
。

]-HW円
白

F
F
H
U
]
{也
N
0・
同

y
N
H
ω
・

間
宏
子
匂
-
N
S
l
u・

間

F
P
?
同

w
-
M内
H

M

W

U

円一円増印叶ロロ件。(∞)・

凶

H
l
H
Y
Z
F
D可
2
・
5
7呂
田
口
問
。
聞
の
常
広
号
宮
と

zaw℃
品

。

r

間
例
え
ば
法
実
証
主
義
の
正
統
派
の
指
導
的
学
者
で
あ
る
ワ
リ
イ
ヌ
教
授

は
、
デ
ユ
ベ
イ
ル
ウ
の
峻
烈
な
実
証
主
義
批
判
に
対
し
て
「
法
の
勇
敢
な

概
念
と
卑
劣
な
概
念
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
卑
劣
で
あ
る
か
勇
敢
で
あ

る
か
を
き
め
う
る
の
は
(
人
間
と
し
て
の
)
法
律
家
で
あ
る
」
と
反
論
し
、

彼
自
身
ナ
チ
ス
の
占
領
下
に
、
パ
リ
法
学
部
の
講
壇
か
ら
、
個
人
主
義
法

理
論
の
講
義
を
行
な
い
、
法
実
証
主
義
者
で
あ
り
つ
つ
勇
敢
な
法
律
家
で

あ
り
う
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
〈
-
冨
・
4
司
白

-
S
F
H
h
u
Fロ
L
E
L
E
-
-
ω
B
0
2

-m
《

}
S
F
包
九
日
夕
℃
a
ω
i品

u
g一
口
止
め
ロ
ω巾

LZ
匂

Cω
町一三
ω
5
0
」ロユ
L
E
E
-

P
河
口

ω
』

45ω
申・七

-E-
後
者
は
同

-
D
E
H
v
d
H
E
F
T出
町

E
E抗

可

H
C
E
E
H
g
E
品

HCMF
〉

司

-u・
ω
?
5
8
e
匂

E

2

F
へ
の
反

論
で
あ
り
、
極
め
て
重
要
な
論
争
。
海
原
裕
階
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法

実
証
主
義
の
断
面
、
法
哲
学
年
報
H

C

S
・-
u
H
呂
町
昨
日
参
照
。

問
矢
崎
光
閤
、
法
実
証
主
義
、
法
哲
学
講
座
第
四
巻
、
参
照
。

m
H山
・
。
昌
吉
ロ
グ

ω口町

]
W
2
5
5
』ロユ

L
z
s
r
H山・
(UR芯
(
}
ぬ
豆
半

σ
m
H悶・

5
8
w
開
凶
件
門
担

F
F

司
・
印
∞
し
た
が
っ
て
、
彼
の
法
理
論
は
ド
イ

ツ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
註
釈
学
と
、
本
質
的
な
相
違
が
あ
る
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
精
神
に
お
い
て
、
後
者
に
つ
い
て

は
、
革
命
の
伝
統
を
第
三
共
和
制
の
法
的
現
実
に
即
し
て
再
生
さ
せ
、
再

構
成
し
た
点
に
お
い
て
。

矧

HELw
℃

-
u
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(C) 

こ
の
い
わ
ゆ
る
素
朴
な
法
実
証
主
義
に
、
鋭
く
方
法
論
的
反
省
を
迫

る
契
機
を
与
え
た
の
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
で
あ
っ
た
。

彼
の
学
説
が
フ
ラ
ン
ス
に
紹
介
さ
れ
論
議
を
呼
ん
だ
の
は
、
主
と
し
て
一

九
二
五
年
(
日
刊
J

駐日
u

叩
E
Z
)
か
ら
一
九
三

δ
年
の
聞
で
あ
る
。
多
く
の

法
学
者
が
注
目
し
検
討
し
た
が
(
行
勺
下
戸
川
、
h
r
J
引
パ
パ
恥
)
、
全

フ
ォ
ー
ル
・

ν
テ
ィ
サ

γ

般
的
に
い
っ
て
そ
の
受
け
容
れ
方
は
「
極
め
て
控
え
目
」
で
あ
っ
て
、
と
り

ポ
ス
チ
ュ
ラ
ク
リ
テ
ィ

V
ス
ト
(
l
v

わ
け
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
批
判
主
義
的
前
提
」
は
、

一
致
し
て
「
否
定
」
さ
れ
、

理
論
を
全
体
的
に
継
受
し
た
の
は
ア
イ
ゼ
ン
7

ン
教
授
だ
け
だ
っ
た
と
い
わ

れ
る
(
吋
巳
特
色
。
し
か
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
単
一
の
法
秩
序
」
・
「
法
の

階
層
的
構
造
」
・
「
法
の
体
系
化
」
と
い
っ
た
諸
観
念
は
、
窓
識
的
・
無
怠
識

的
に
フ
ラ
ン
ス
公
法
学
者
に
も
影
響
な
い
し
反
響
を
与
え
て
い
る
と
さ
れ
る



、
開
巳

ω
g
J

F
旬・
H
白
A
H
I
J
]
S
H
」

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
特
に
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
夫
折
し
た

俊
秀
デ
ユ
ベ
イ
ル

1
の
立
場
で
あ
る
。
彼
は
遂
に
体
系
的
著
作
を
遣
し
え
な

か
っ
た
が
、
そ
の
若
干
の
論
文
に
お
い
て
、
ケ
ル
セ
ニ
ス
ム
か
ら
「
価
値
あ

る
諸
要
素
」
(
諒
間
接
紅
白
鞘
主
義
、
)
を
最
大
限
摂
取
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ

クリティ
V

ス
ア
ム
・
ア
ピ
ユ
グ
ブ

の
「
行
き
す
ぎ
た
批
判
主
義
」
を
是
正
し
「
権
力
」
概
念
の
導
入
に
よ
っ
て

「
実
効
性
」
と
「
始
源
規
範
」
百
円
回
℃

E
口
問
ロ
ロ
ロ
ロ
)
の
仮
設
性
の
問
題
を
解
決

し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
(
吋

ιむ
)
。
彼
が
、
法
実
証
主
義
に
投
げ
か
け
た
痛

烈
な
批
判
は
、
鋭
い
倫
理
的
お
よ
び
社
会
学
的
感
覚
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、

エロ

l
教
授
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
の
法
理
論
は
「
厳
格
に
実
証
主
義
」

だ
っ
た
と
解
し
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
(
吋
点

AF))。
そ
の
立
ち
入
っ

た
検
討
は
別
稿
に
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
確
か
な
こ
と
は
、
エ
ロ
!
教

G.エロー教授の法理論の特質

授
が
デ
ユ
ベ
イ
ル

1
の
思
索
を
最
も
「
透
徹
し
た
」
「
世
界
的
」
な
作
業
だ
と

評
価
し
、
自
ら
の
博
士
論
文
を
デ
ユ
ペ
イ
ル

l
の
基
本
観
念
の
「
発
展
」
だ

と
自
負
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
問
刊
誌
ザ
九

.HKC))。

以
上
の
ふ
引
見
に
よ
っ
て
、
エ
ロ

1
教
授
の
理
論
の
系
譜
を
次
の
よ
う
に

赴
っ
て
よ
い
と
恩
わ
れ
る
。
カ
レ
l
‘
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
の
古
典
的
法
実
証
主

義
1

1

ケ
ル
ゼ
ン
の
「
規
範
的
実
証
主
義
」
を
批
判
的
に
摂
取
し
超
克
し
た

デ
ユ
ベ
イ
ル

l
の
理
論
|

|

l

エロ

l
教
授
に
よ
る
発
展
。
な
お
後
に
ふ
れ
る

よ
う
に
、
世
界
な
い
し
国
際
社
会
の
法
的
構
成
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
デ
ユ

ギ
l
学
派
の
セ
ル
の
「
連
邦
主
義
」
の
理
論
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。

エ
ロ
l
教
授
の
法
理
論
を
法
実
証
主
義
の
流
れ
の
う

「
河
内

i
勾
円
己

ω

0
・

印
A
F
吋

ち
に
と
ら
え
う
る
こ
と
は
、
争
い
え
な
い
よ
う
に
思
う
(
で
伽
自
説
を
炉
観
的

特
直
結
一
清
掃
)
。
倫
理
的
・
理
想
主
義
的
ニ
ユ
ア
ン
ス
を
否
定
し
え
な
い
と
し

て
も
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
法
実
証
主
義
者
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
み
ら
れ
る
、

こ
れ
を
要
す
る
に
、

む
し
ろ
法
学
以
外
の
要
素
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

山
碧
海
純
一
、
前
掲
三
三
五
頁
参
照
。

凶

〉

ヨ

8
8
門

-
z
r
E
m
g
m口
同

門

日

戸

L
S
F
Z
H
N
2己
目
白
℃

c-D問
主
』
ロ
ク

Y
E
2
5
U
H
h
E
H
F
-
=骨
白
]
広
《
]
O
E
r
-
-
E
宮
色
自
問
g
n
R同
b

L
め
宮
え
宮
門
m
w
H
U
ω
ω
U
F
O
ω

四日ロ〔一

ω
日出

c
r
Z
5
2
L
Z
(一
B
F
〉
・
司
・

0
ω
-
H
w
s
u
∞w
H
i
M
 

つム
論
と
は
何
か
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
す
る
教
授
の
解
答
に
集
約
さ
れ
て

い
る
(
詑
待
問

i
u
r
)。
教
授
に
よ
れ
ば
、
法
の
一
般
理
論
と
は
「
法
秩
序

フ
イ
ア
リ
テ

の
倫
理
的
価
値
お
よ
び
窮
局
目
的
な
ら
び
に
そ
の
経
験
的
実
現
か
ら
独
立
し

ア
ル
マ
チ
ュ
l

ル
・
ヨ
シ
セ
プ
ナ
ュ
エ
ル
・
エ
・
ア
ク
ジ
才
マ
テ
イ
ク
寸
ニ

て
お
こ
な
う
、
法
秩
序
の
概
念
的
お
よ
び
公
理
的
構
造
の
研
究
で
あ
る
」
と

さ
て
こ
の
エ
ロ

1
教
授
の
法
実
証
主
義
の
特
質
は
、
「
法
の
一
般
理

北法 14(2・109)311 

(日

F
M
M
F
f
)。

あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
推
論
に
み
ら
れ
る
特
色
を

こ
の
結
論
に
す
で
に
教
授
の
法
笑
証
主
義
者
の
立
場
が
充
分

探
っ
て
み
る
と
。

い
っ
た
い
「
法
の
科
学
」
は
「
巧
ス
ペ
陀

1
4プ
ポ
ア
ナ
掛
」
(
輪
開
γ
蹴
)



介

ー
グ
ニ
ア
ヌ
ク
リ
プ
チ

l
グ

、

，

で
は
な
く
「
記
述
的
考
察
」
(
明
器
一
法
)
に
属
す
る
。
そ
し
て

νア
シ
ス
・
ポ
ジ
チ

I
グ

後
者
は
、
対
象
と
し
て
事
実
な
い
し
現
象
を
研
究
す
る
「
実
証
科
学
」

V
ア
ソ
ス
'
ノ
ル
マ
テ

I
グ

と
、
規
則
な
い
し
規
範
を
対
象
と
す
る
「
規
範
科
学
」
に
区
別
さ
れ

紹

る
が
、
法
の
科
学
は
「
規
範
科
学
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
「
法
規
範

を
法
規
範
と
し
て
」
(
服
…
蔀
γ
問
問
)
「
純
粋
に
認
識
」
(
吋

J
d
u
F
)
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
研
究
方
法
は
四
段
階
に
分
れ
る
。
そ
れ
が
、
法
規
に
対
す

る
倫
理
・
政
治
的
主
張
と
区
別
さ
る
べ
き
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
「
心

な
ま

理
・
社
会
的
な
生
の
所
与
」
を
考
察
す
る
「
法
・
政
治
制
度
の
科
学
」
と
も

異
な
り
、
方
法
が
基
本
的
に
変
化
し
「
関
心
の
中
心
」
が
移
転
す
る
こ
と
が

強
調
せ
ら
れ
る
。

ド

ロ

ワ

ソ

V
ヤ
ル

結
局
法
の
科
学
は
、
対
象
と
し
て
「
実
定
法
」
す
な
わ
ち
「
社
会
的
に
形

町
幻
切
か
ぶ
」
扇
町
法
規
、
)
を
も
つ
が
、
法
の
一
般
理
論
は
次
の
二
種
類

の
問
題
を
取
扱
か
う
。
第
一
に
九
世
秩
序
の
論
理
的
構
造
」
の
問
題
(
制
」
「
胡

ト
4
闘
い
…
端
技
法
一
r一
苅
日
間
僻
の
)
。
第
二
に
、
「
法
秩
序
の
資
格
決
定
」
の

司
長
「

ω法
秩
序
の
基
準
/

E
H疋
/
似
法
秩
序
の
確
認
の
問
題
」

以
上
を
通
観
し
て
、
少
な
く
と
も
次
の
二
点
に
お
い
て
は
完
全
に
ケ
ル
セ

ク
リ
テ
イ

ν
ス
ム
・
ド
メ
ト

l
ド
ハ
4
V

ニ
ス
ム
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
-
「
方
法
の
批
判
主
義
」
。
す

な
わ
ち
法
の
科
学
は

ω巳
ロ
と

ωo
一-g、
お
よ
び
宗
教
的
・
倫
理
的
・
法
的

ω三
-2
を
「
注
意
深
く
区
別
」
す
る
こ
と
を
一
要
請
す
る
と
い
う
方
法
論
的
立

場。

2

「
法
規
範
が
階
層
を
な
す
と
い
う
概
念
」
。

し
か
し
、
エ
ロ

i
教
授
は
ケ
ル
ゼ
ン
と
、
そ
の
方
法
的
批
判
主
義
の
哲
学

的
前
提
を
な
す
と
こ
ろ
の
存
在
と
当
為
の
二
元
論
に
お
い
て
、
決
定
的
に
扶

を
別
っ
て
い
る
。
教
授
に
と
っ
て
法
と
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
同
様
、
実
定
法
で

北法 14(2・110)312

あ
り
、
実
定
法
は
「
物
的
強
制
力
」
に
よ
っ
て
判
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実

定
法
お
よ
び
そ
の
秩
序
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
実
証
主
義
お
よ
び
社
会
学
的
実

証
主
義
者
と
の
通
念
に
し
た
が
い
、
あ
く
ま
で
も
「
現
在
の
社
会
的
現
実
」

の
「
特
殊
な
態
様
」
で
あ
っ
て
、
仮
設
の
世
界
の
観
念
で
は
な
い
と
解
す
る
。

「
超
実
定
法
的
根
本
規
範
に
よ
っ
て
妥
当
性
を
基
礎
づ
け
る
:
:
:
と
い
う
問

題
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
」
の
で
あ
る
(
吋
包
括
?
)
。

ω
2ロ
と

ωC]-g

ド
ク
プ
ル
・
グ
イ
グ
ア
ジ
ユ

は
、
こ
の
現
実
の
特
殊
な
社
会
規
範
秩
序
の
「
二
つ
の
顔
」
を
示
す
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
(
刊
f
齢
?
)
。
で
は
、
当
為
規
範
と
し
て
の
実
定
法
は
、

存
在
事
実
と
し
て
の
実
定
法
と
、
い
か
に
し
て
結
合
し
う
る
の
か
。
実
定
法

の
妥
当
性
の
問
題
は
、
い
か
に
し
て
実
効
性
の
問
題
と
関
連
し
う
る
か
。
こ

の
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
が
ま
さ
に
破
綻
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
終
着
点

が
、
エ
ロ
!
教
授
の
出
発
点
と
な
り
、
同
教
授
の
法
理
論
の
中
軸
を
な
す
と

こ
ろ
の
「
創
始
権
力
」
の
理
論
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

法
規
の
本
質
の
理
解
に
つ
い
て
も
基
本
的
な
相
違
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
ヶ
ル
ゼ
ン
の
哲
学
的
批
判
主
義
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
「
哲
学
的
不

可
知
論
」
に
エ
ロ

l
教
授
は
組
し
な
い
。
教
授
は
「
多
元
主
義
的
」
政
治
哲
学

な
い
し
世
界
的
視
野
に
お
け
る
「
連
邦
茎
瓢
」
を
採
り
(
明
日
日
お
い
点
)
、



こ
の
窮
局
の
価
値
理
念
が
、
み
え
ざ
る
導
き
の
手
と
も
い
う
べ
ま
も
の
と
し

て
、
同
教
授
の
法
理
論
の
全
体
系
を
背
後
か
ら
指
導
し
、
そ
の
「
内
的
統

性
」
と
教
授
の
実
践
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
を
透
視
し

う
る
よ
う
に
思
う
。
後
に
み
る
よ
う
に
、
創
始
権
力
の
理
論
は
、
こ
の
「
最

強
権
力
」
が
、
世
界
的
法
秩
序
の
階
梯
を
上
昇
し
、
窮
局
の
世
界
連
邦
に
達

す
る
パ
l
ス
ベ
ク
チ
ヴ
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
日

1
志向
ι
凶汗

司
酔
∞
N

U

J

。

同
旬
。

ah同
制
』
』
『

G ・エロー教授の法理論の特質

山

1
法
規
則
を
再
検
証
す
る
。

2
そ
れ
を
階
梯
秩
序
中
に
位
置
づ
け
る
。

3
そ
の
妥
当
性
を
確
か
め
る
。

4
妥
当
性
の
な
い
規
則
を
排
除
す
る
。

H
，
r
b
c
z
o
u
唱
-
H
N
ω
・

凶

1
制
度
の
科
学
は
、
法
規
郎
で
な
く
事
実
に
関
心
を
も
っ
。

2
妥
当
性

で
な
く
、
適
用
を
問
題
に
す
る
。

3
法
規
を
現
象
の
発
生
と
結
果
と
し
て

取
扱
か
う
。

4
法
律
的
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
以
外
の
社
会
的
フ
ァ
ク
タ
ー

を
重
視
。

5
法
規
の
形
式
よ
り
、
内
容
が
問
題
。

同
「
公
理
」
と
は
、
客
観
的
な
「
理
性
的
に
強
行
的
な
原
則
」
で
あ
る
。

そ
の
発
見
に
よ
っ
て
、
実
定
法
秩
序
の
矛
盾
を
解
決
し
、
け
ん
欠
を
補
完

す
る
。

凶
一
九
六
三
年
四
月
八
日
付
同
教
授
の
私
信
に
よ
っ
て
確
認
。

間
「
方
法
論
と
は
、
精
神
が
そ
の
対
象
を
と
ら
え
、
対
象
を
透
徹
し
て
理
解

し
、
そ
れ
を
概
念
的
術
誌
に
よ
っ
て
再
構
成
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
知

的
操
作
を
、
叙
述
し
是
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
吋

E
2
w
w
ヲ
ロ
「

附

巳

カ

ウ

フ

7

ン
は
、
「
領
域
二
元
論
」
と
呼
び
、
沼
海
教
授
は
「
純
粋
法

学
の
方
法
に
と
っ
て
必
要
で
な
い
形
而
上
学
的
仮
説
」
と
す
る
。
前
掲
、

三
三
五
頁
。

m
法
の
「
認
識
論
」
の
綬
本
問
題
だ
と
解
さ
れ
る
o

h

問。0
2
1ぉ
R
F

℃
-
A
N
・
教
授
に
と
っ
て
、
認
識
論
と
は
「
各
々
の
科
学
の
基
縫
と
価
値

と
を
解
明
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
吋

E
2
5・-
u
-
H
N
r

法
秩
序
の
体
系
化

(
F
E円三口
H
w
g
c
m
)

山
制
法
秩
序
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
倫
理
的
・
政
治
的
価
値
か
ら
「
中

立
的
」
な
強
制
規
範
秩
序
で
あ
り
、
「
自
己
閉
鎖
的
総
体
」
(
己
ロ
ぢ
E
Z
2
B
b

E
ニ
ロ
ヶ
B
O
B
m
)
(日
J

話
怠
)
を
な
す
も
の
と
し
て
、
世
界
的
な
法
秩
序
に

ま
で
論
理
的
に
体
系
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
面
で
は
全
く
ケ
ル
ゼ
ン

的
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
体
系
化
の
作
業
に
お
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
は
異
な
る

組
立
て
方
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
相
違
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
法
秩
序
を
も
っ
ぱ

ら
当
為
の
世
界
の
秩
序
と
し
て
取
扱
っ
た
の
に
対
し
、
エ
ロ
l
教
授
は
、
あ

く
ま
で
も
「
法
的
現
実
を
よ
り
忠
実
に
解
釈
」

(
m
i
d
-
2
2
・
)
す
る
基
本

態
度
を
も
っ
て
、
法
秩
序
を
規
範
秩
序
と
し
て
の
当
為
の
要
素
だ
け
で
な
く
、

北法 14(2・111)313

強
制
(
力
)
の
秩
序
と
し
て
の
存
在
の
要
素
を
併
せ
て
考
察
し
、
両
者
を
統
合

す
る
体
系
を
構
成
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
た
め
に
教
授
の
法
秩
序
論
は
、

実
定
法
秩
序
の
構
造
と
実
態
を
よ
り
リ
ヤ
ル
に
解
明
し
う
る
と
と
も
に
、
よ



介

り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
把
握
に
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
患
う
。

き
て
、
教
授
の
法
秩
序
論
の
特
質
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
ケ

(l古

紹

ル
ゼ
ン
の
概
念
と
き
わ
だ
っ
た
相
違
を
示
し
て
い
る
諸
概
念
に
コ
メ
ン
ト
を

加
え
た
う
え
で
、
次
項
で
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

1 

「
権
力
」
(
℃
D
E
S
H
)
の
積
極
的
概
念
の
導
入
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
立
場
が

「
は
じ
め
に
規
範
あ
り
き
」
だ
と
す
れ
ば
、
教
授
は
「
は
じ
め
に
力
あ
り
き
」

と
い
う
だ
ろ
う
。
実
定
秩
序
を
創
始
し
、
そ
れ
を
生
か
し
、
そ
れ
を
変
化
さ

せ
る
の
は
、
こ
の
権
力
で
あ
っ
て
、
規
範
で
は
な
い
。
法
秩
序
は
た
ん
に
冷

た
い
空
虚
な
規
範
的
「
妥
当
性
の
涜
れ
」
な
の
で
は
な
く
、
行
動
的
で
実
体

的
内
容
に
み
ち
た
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
す
な
わ
ち
権
カ
の
体
系
で
あ
っ
て
、
妥

当
性
は
そ
の
消
極
的
側
面
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
(
刊
誌
ウ
)
。

こ
の
権
力
の
概
念
規
定
は
必
ら
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、

そ
れ
は
む
し
ろ
社
会
学
的
実
体
概
念
で
あ
り
、
心
理
的
・
社
会
的
・
経
済
的
・

ブ

オ

ル

ス

ピ

ュ

イ

サ

Y
ス

警
察
的
あ
る
い
は
軍
事
的
「
力
」
な
い
し
「
権
能
」
で
あ
っ
て
、
人
間

の
「
意
志
」
に
よ
っ
て
仇
か
さ
れ
て
法
秩
序
の
内
容
を
決
定
し
、
法
規
則

の
適
用

1
実
効
性
を
担
保
す
る
も
の
。
こ
の
権
力
が
、
法
規
則
に
よ
っ
て

r
pト
ロ
ワ
イ
エ

「
賦
与
」
さ
れ
る
場
合
で
な
く
、
そ
の
社
会
的
実
力
そ
の
も
の
か
ら
直

接
発
生
す
る
場
合
、
「
固
有
の
」
(
古
可
吉
田

2
5
)
権
能
と
い
い
、
前
者
を
伝
来

的
(
日
吉
田

ω25)
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
「
固
有
の
権
力
を
も
つ
も
の
は
、
現

在
の
実
定
法
秩
序
に
お
い
て
は
、
一
方
で
は
、
不
可
抗
的
な
最
強
力
の
保
持

者
で
あ
る
国
家
」
で
あ
り
、
他
方
で
は
「
生
物
学
的
、
身
体
的
、
精
神
的
能
力

ア
ン
ダ
ヴ
ィ
デ
ュ
・
サ
シ
プ
ル
・
パ
ル
チ
キ
ュ
リ

Z

と

経

済

的

な

力

」

を

も

っ

た

「

単

純

な

個

々

人

」

で

あ

っ

リ
グ
ア
ル

て
、
固
有
権
力
と
い
う
点
で
は
、
国
家
対
個
人
と
い
う
「
対
抗
者
」
関
係
に

帰
着
す
る
(
可
ば
吋
;
)
。

ラ・

ν
1
グ
ル
・
ア
ン
ジ
ヤ

γ

2

法
規
則
(
芯

m-g
含
母
己
主
概
念
の
消
極
性
。
「
規
範
が
規
範

ド

ル

ラ

ν
l
グ
ル

を
生
む
」
と
い
う
メ
ル
ク
ル
や
ケ
ル
ゼ
ン
の
規
範
創
造
的
動
態
論
は
大
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胆
な
反
論
に
直
面
す
る
。
そ
も
そ
も
、
法
規
則
は
、
積
極
的
な
権
力
の
行
動

ホ
ガ
チ

l
グ

に
対
し
、
そ
れ
を
「
制
限
」
な
い
し
「
禁
止
」
す
る
「
消
極
的
」
な
本
質
を

も
っ
。
そ
れ
は
「
機
関
」
(
法
人
格
)
を
構
成
し
、
そ
の
法
階
悌
中
の
位
階
を

コ
γ
ペ
タ
ン
ス
円
I
V

定
め
、
そ
の
「
権
限
」
を
決
定
し
、
機
関
の
行
為
の
妥
当
性
の
範
囲
を

グ
ア
ラ

l
プ
ル
レ
ギ
ュ
リ
エ
・
リ
M
V

イ
ト

劃
定
す
る
。
そ
し
て
一
切
の
法
的
行
為
は
妥
当
・
正
規
・
適
法
(
権
限
)
行
為
と

ニ
ユ
ル
・
イ

νギ
ユ
リ
エ

l
h
N
・
4
リ

νイ
ト

無
効
・
不
正
規
・
不
適
法
(
無
権
限
)
行
為
と
に
二
分
さ
れ
る
が
、
権
限
行
為

レ
ツ
セ

と
は
法
規
則
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
ず
「
放
任
さ
れ
」
「
残
さ
れ
た
」
(
み
由
主
ロ
己
互

権
限
の
行
為
で
あ
る
(
将
司
月
Jnu--
恥由

-
A
U
y
)。
こ
の
残
さ
れ
た
権
限
の

範
囲
内
で
、
下
位
の
法
規
則
の
内
容
を
創
造
し
て
ゆ
く
の
は
、
人
間
的
要
素

を
ふ
く
む
機
関
の
「
白
由
意
志
」
な
い
し
権
力
で
あ
っ
て
、
上
位
法
規
則
が

直
接
岬
セ
れ
を
亭
AJ
出
す
わ
け
で
は
な
い
(
日
J

前
J
U
)。
ウ
ィ
ー
ン
学
派
は
、
形

式
(
機
関
の
構
成
・
手
続
・
授
権
)
の
規
則
と
(
権
限
行
使
に
よ
っ
て
創
設
す

る
)
規
則
の
実
質
的
内
容
と
を
混
同
し
、
前
者
の
概
念
だ
け
で
劃
一
的
に
取

扱
つ
て
い
る
誤
り
が
あ
る
(
明
日
叫
ん
に
γ
ベ叫んね・)。

ま
た
法
規
則
よ
り
も
権



限
が
先
行
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
(
吋
話
?
)
、
上
位
権
限
ほ
ど
法

規
則
の
限
定
が
少
な
く
な
り
、
遂
に
は
法
規
則
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
な
い
自

由
な
権
限

1
創
始
権
力
に
達
す
る
。

妥
当
性
(
〈
白

E
E
)
の
概
念
の
諸
類
型
の
区
別
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
妥
当

グ
ア
リ
デ
ィ
ア
・
ア
シ
テ
ル
ヌ

性
の
概
念
は
、
エ
ロ

l
教
授
に
よ
れ
ば
「
内
部
的
妥
当
性
」
と
し
て
の

3 
み
採
用
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
の
妥
当
性
と
は
、
或
る
法
秩
序
階
梯
の
内
部

に
お
け
る
行
為
ま
た
は
法
規
則
の
上
位
法
規
則
に
対
す
る
論
理
的
適
合
性
の

G.エロー教授の法理論の特質

こ
と
で
あ
る
。
実
定
性
や
具
体
性
と
は
、
当
然
に
は
関
連
し
合
わ
な
い
。
こ

グ
ア

F
デ
イ
ア
・

の
妥
当
性
に
は
、
権
限
内
容
に
適
合
し
て
な
さ
れ
る
行
為
の
「
固
有
の

ア

γ
ト
ラ
ゾ
セ
ク

妥
当
性
」
と
、
形
式
お
よ
び
手
続
の
条
件
に
適
合
し
て
な
さ
れ
る
行
為

グ
ア
リ
デ
イ
テ
・
エ
ク
ス
ト
ラ
シ
セ
ク

の
「
伝
来
的
妥
当
性
」
の
区
別
を
な
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
る

(
吋
話

d.ω
・
)
。
ウ
ィ
ー
ン
学
派
の
「
規
範
が
規
範
を
生
む
」
と
い
う
「
妥

当
性
の
自
己
創
造
」
の
テ
l
ゼ
は
、
「
伝
来
的
妥
当
性
」
に
つ
い
て
あ
て
は
ま

る
こ
と
が
で
き
て
も
「
固
有
の
妥
当
性
」
に
つ
い
て
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

と
い
う
の
は
後
者
は
、
権
限
の
法
規
則
に
よ
っ
て
妥
当
性
の
条
件
を
限
定
さ

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
創
造
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
(
日
斗
吟
也
・
)
。

ヴ
ア
リ
デ
イ
テ
・
グ
ロ
J

ル

さ
ら
に
重
要
な
の
は
「
全
体
的
妥
当
性
」
の
概
念
の
導
入
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
或
る
規
範
秩
序
の
全
体
と
し
て
の
法
的
妥
当
性
を
意
味
し
、
こ
の
妥

ラ
プ
リ
ュ
・
グ
ラ
ソ
ド
・
プ
才
ル
ス

当
性
は
、
そ
の
秩
序
が
「
最
大
の
力
」
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
実
効
性
」
の
あ
る
強
制
秩
序
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
(
一
一
-
誌
が
ひ
)
。
し
た
が
っ
て
「
妥
当
性
と
は
、
全
体
的
秩
序
に
と
っ

て
、
よ
り
正
確
に
は
創
始
権
力
の
次
元
に
お
い
て
は
、
実
効
性
と
同
義
語
で

あ
る
」
(
刊
訂
)
こ
と
に
な
る
。
こ
の
全
体
的
妥
当
性
の
概
念
は
、
エ
ロ

l
教

授
は
、
デ
ユ
ベ
イ
ル
1

の
そ
れ
の
継
承
で
あ
っ
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
妥
当
性
の

概
念
と
は
「
基
本
的
に
対
立
す
る
」
と
考
え
て
い
る
。

つ臼

さ
て
、
以
上
の
諸
概
念
の
中
軸
と
な
る
「
創
始
権
力
」
の
概
念
に
つ

い
て
は
、
次
節
で
立
ち
入
る
こ
と
と
し
、
エ
ロ

I
教
授
の
法
秩
序
の
シ
ェ
ー

マ
を
こ
こ
で
概
観
し
よ
う
。

ω
 

序
な
い
し
階
梯
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
現
実
の
社

法
秩
序
は
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
自
律
的
な
総
体
と
し
て
の
強
制
秩

会
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
社
会
事
実
の
一
局
面
で
あ
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
社

会
に
お
い
て
「
個
人
相
互
間
の
接
触
関
係
が
客
観
的
に
存
在
す
る
」
こ
と
が

「
社
会
的
・
法
的
事
実
の
決
定
的
」
要
素
で
あ
り
(
可
時
:
)
、
無
数
の
あ
ら

ゆ
る
社
会
を
包
括
す
る
「
世
界
社
会
の
エ
キ
ユ
メ
ニ
カ
ル
な
法
秩
序
」
が
一

切
の
法
秩
序
を
包
摂
す
る
(
内
J

J

M
ぺ

E
)。

こ
の
世
界
的
法
秩
序
の
構
成
は
、
理
性
上
強
行
的
な
原
則
と
し
て
の
「
法
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的
公
理
」
(
担
比
O
B
m
吉
岡
片
品

5
5
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
公
理
は
、
た

し
か
に
純
規
範
論
理
的
要
請
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
い
う

ポ
ス
チ
ユ
ラ
・
イ
ポ
テ
テ
イ
ク

よ
う
な
仮
設
的
命
題
で
は
な
く
「
広
が
り
の
」
基
準
に
も
と
づ
く
セ

ル
の
「
連
邦
主
義
」
の
法
的
公
理
化
で
あ
る
(
認
出
子
?
)
。
す
な
わ
ち



介

法
秩
序
が
無
政
府
的
危
殆
に
頻
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
次
の

紹

二
公
理
が
{
自
明
の
理
と
し
て
肯
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
-
構
成
さ
れ
た
社

会
の
法
が
構
成
社
会
の
法
に
優
位
す
る
。
2
政
治
的
(
地
時
州
司
)
社
会
の
法

が
個
別
的
目
的
を
も
っ
社
会
の
法
に
優
位
す
る

(
U
dト
i
)
。
し
た
が
っ

て
世
界
的
法
が
、
他
の
一
切
の
法
に
優
位
し
、
そ
の
妥
当
性
一
を
与
え
て
い
る

が
、
し
か
し
国
際
社
会
お
よ
び
法
の
現
段
階
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
国

家
が
創
始
権
力

1
最
強
権
力
を
保
持
し
、
法
秩
序
に
実
定
性
を
与
え
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
国
際
的
法
規
則
の
妥
当
性
は
、
基
本
的
に
は
「
実
定
的
」

で
は
な
く
、
「
公
理
的
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
(
時
草
野
市
戸
時

h
F譲

ク

リ

テ

ー

ル

・

ダ

シ

シ

…
ぃ
一
配
…
れ
一
山
山
一
快
)
。
実
定
性
は
「
統
合
度
の
基
一
学
」
に
よ
る
社
会
の

ラ
プ
リ
ユ
・
グ
ラ
ン
ド
ブ
オ
ル
ス

区
別
の
う
ち
で
、
最
強
の
力
を
掌
握
す
る
創
始
権
力
が
与
え
る

の
で
あ
る
(
吋
日
;
)
。

山
川
右
の
よ
う
な
全
体
像
の
な
か
で
、
法
秩
序
の
構
造
は
次
の
よ
う
に

な
る
。そ
れ
は
「
規
則
と
機
関
と
の
、
資
格
づ
け
る
規
則
と
資
格
づ
け
ら
れ
た
機

ν
ュ

ク

セ

ジ

オ

シ

・

ア

ル

テ

ル

ネ

カ

ス

カ

ー

ド

パ

リ

エ

関
と
の
、
交
代
的
な
継
続
で
あ
り
、
継
起
的
な
滝
な
い
し
段
階
が

切
断
さ
れ
た
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
全
体
的
に
は
継
続
的
な
連
鎖
と

コエ
4

フ
ン
ス

し
て
の
法
秩
序
を
な
し
、
そ
の
統
合
性
の
ゆ
え
に
、
各
々
の
法
規
則
は
、
そ

れ
が
法
秩
序
に
挿
入
さ
れ
る
い
う
唯
一
の
事
実
に
よ
っ
て
、
そ
の
客
観
的
で

実
証
的
な
妥
当
性
を

ι党
」
の
で
あ
る
(
可
部
J
)
。

こ
れ
は
デ
ユ
ペ
イ
ル

I
の
立
場
の
継
承
で
あ
る
が
、
法
秩
序
に
法
規
の
み

ν
ュ
ジ
エ
・
ジ
ュ
リ
デ
ク

な
ら
ず
機
関
す
な
わ
ち
法
主
体
を
構
成
要
素
と
し
て
と
り
入
れ
、

両
者
の
交
替
的
秩
序
と
解
し
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
法
主
体
が

上
位
規
則
に
対
す
る
関
係
で
、
権
限
と
形
式
に
つ
い
て
、
妥
当
性
を
う
る
た

:

i

'

'

ア
ジ
ヤ

γ
・

め
に
い
か
な
る
規
整
を
受
け
る
か
(
U
J内
戸
)
、
ま
た
下
位
規
則
と
法
規
則

ジ
ュ
リ
デ
ク

制
定
者
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
つ
か
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る

『吋
F

2

0

J

。

fu目
吋

印

a
'
H
C
N」

こ
の
よ
う
な
構
造
論
の
基
礎
に
は
前
述
し
た
よ
う
な
権
力
の
能
動
的
概
念
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お
よ
び
法
規
則
の
消
極
的
概
念
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
法
規
則
の

妥
当
性
は
、
権
力
の
意
士
山
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
客
観
性
と
実
証
性
と
を

も
つ
が
、
法
規
則
の
内
容
は
、
形
式
と
権
限
の
法
規
則
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ

ず
に
残
さ
れ
た
範
囲
内
で
、
権
力
な
い
し
機
関
の
意
志
が
決
定
す
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
主
観
的
、
意
志
的
要
素
が
介
入
し
て
く
る
。

こ
の
権
力
に
よ
る
権
限
内
で
の
法
的
内
容
の
決
定
に
は
、
法
規
制
定
行
為

(
第
二
次
規
則
)
と
法
規
の
物
的
強
制
力
に
よ
る
適
用
行
為
(
第
一
次
規
則
)
が

あ
る
。
前
者
は
、
そ
れ
自
体
後
者
で
あ
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

後
者
は
、
法
秩
序
の
実
効
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
直
接
的
な
創
始
権
力
の
表

れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
(
吋
時
:
)
。
ま
た
、
介
在
的
権
力
は
、
常
に
そ

の
直
接
の
上
位
権
力
に
よ
っ
て
の
み
制
定
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
最
高
権

力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
直
上
権
力
は
修
正
の
権
限
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
場



合
が
あ
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
る
(
匂
許
可
怒
務
鮮
語
湾
同
定

時
ゆ
)
。
ま
た
、
こ
の
最
高
権
力
の
法
規
制
定
行
為
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ラ

l
パ
ン
ト
・
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
流
の
意
思
(
結
主
観
)
主
義
的
自
己
制
限
説
を
否

定
す
る
が
、
客
観
的
・
実
証
的
法
規
則
を
自
ら
制
定
し
、
そ
れ
に
拘
束
さ
れ

オ

l
ト

-
Fミ
タ

シ

オ

ン

、

4
・l

，

る
と
解
す
る
の
だ
か
ら
、
最
高
権
力
の
客
観
的
自
己
制
限
説
で
あ
る
(
自
・

問、ω)
。
な
お
、
慣
習
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
制
定
法
と
共
通
の
社
会
的

基
盤
を
も
ち
、
社
会
的
に
実
効
性
を
も
っ
規
範
で
あ
る
も
の
と
し
て
法
的
性

ヴ

ノ

内

ノ

咋

ノ

ユ

「
欲
さ
れ
た
」
と
は
い
え
ず

格
を
承
認
す
る
が
、
そ
れ
は
権
力
に
よ
っ
て

ア
ク
セ
プ
テ

「
受
容
」
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
権
力
が
制
定
法
に
よ
っ
て
そ

れ
を
廃
止
す
る
こ
と
は
常
に
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
成
文
法
規
が
慣
習
法

に
よ
っ
て
実
際
上
廃
止
な
い
し
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
慣
習
法
は
廃

G.エロー教授の法理論の特質

止
・
変
更
し
た
成
文
法
規
と
同
等
の
法
秩
序
中
の
形
式
的
効
力
を
も
つ
こ
と

に
な
る
(
刊
r
持
吾
)
。

山
権
限
と
ほ
「
法
に
適
合
し
た
(
法
)
人
格
の
潜
在
的
行
動
で
あ
る
。
」

((ucg回
以
内
山
昨
日
ロ
門
戸

w
H
Y
ω
印)・

聞
も
っ
と
も
ケ
ル
ゼ
ン
自
身
、
一
九
三
四
年
の
「
純
粋
法
学
」
以
後
「
個

々
の
法
規
範
の
妥
当
性
は
そ
れ
の
属
す
る
法
秩
序
全
体
の
実
効
性
に
依
寄

す
る
」
と
し
、
規
範
と
事
実
と
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
、
根
本
規
範
を

用
い
た
よ
う
で
あ
る
(
碧
海
、
前
掲
、
三
=
二
頁
)
。
乙
の
点
、
デ
ユ
ベ
イ

ル
l
、
エ
ロ

l
教
授
の
理
論
と
の
相
関
関
係
は
、
未
だ
詳
に
し
な
い
。

閉
口
口
℃
巾
〕
ミ
O
E
H
F
F
g
m
E
D含
匂
g
z
b
B
g
L
C
L
S
F
u
O門
戸

円

F
℃

お
の
引
用
。

の創
観始
念権
と力
実 τ二
際竺
(:) 
ロ
司。
司。
門

町
出
向

司
(1) 

旧
山
「
創
始
権
力
と
は
、
或
る
法
的
階
梯
の
ラ
イ
ン
の
う
ち
で
最
高
位
を

コ
Y

ベ
タ
シ
ス
・
ア
パ
シ
ド
ネ

占
め
、
放
任
さ
れ
た
権
限
を
亨
有
す
る
と
こ
ろ
の
権
力
で
あ
る
」
と
定
義
さ

れ
る
(
刊
J
M
:
)。
こ
の
権
力
は
、
そ
の
法
的
性
格
を
、
ウ
ィ
ー
ン
学
派
の
説

く
よ
う
な
上
位
法
規
範
か
ら
の
「
委
任
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「
不
可
抗

ピ
ュ
イ
ナ

γ
ス
・
マ
テ
リ
エ
ル

的
」
な
「
最
強
」
の
「
実
体
的
権
能
」
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
つ
も
、
創
始
権
力
が
全
体
法
的
秩
序
の
中
で
最
高

位
階
を
必
ら
ず
占
め
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
現
在
の
段
階
に
お
い
て

は
、
そ
れ
は
基
本
的
に
は
国
家
に
よ
り
保
持
さ
れ
、
世
界
的
法
秩
序
の
中
に

お
い
て
「
超
国
家
的
国
際
法
と
国
家
下
な
い
し
園
内
法
と
の
聞
の
か
な
め

(口

E
E
t
)」
を
な
す
(
刊
誌
マ
)
。
し
た
が
っ
て
上
位
法
た
る
国
際
法
と
の

関
係
に
お
い
て
そ
れ
は
「
黙
示
的
な
授
権
規
則
」
に
よ
っ
て
、
「
完
全
で
無

制
約
な
権
限
」
を
承
認
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
(
…
…
1
4内
M
2
2
J
)。

ピ
エ
ー
ス
・
メ

1
ト

ν
ス

さ
ら
に
こ
の
権
力
は
、
法
の
一
般
理
論
に
お
い
て
「
中
核
」
を

な
す
最
も
重
要
な
概
念
で
も
あ
る
(
N
J
A
M
o
-
-
)
。
と
い
う
の
は
法
の
当
為
性
と

存
在
性
と
の
こ
元
性
を
つ
な
ぐ
「
か
な
め
」
と
し
て
、
こ
の
権
力
が
妥
当
性

北法 14(2・115)317 



介

の
秩
序
に
実
効
性
を
与
え
、
実
定
的
な
法
秩
序
た
ら
し
め
る
と
解
さ
れ
る
か

「ゎ。
E
官

公

ロ

/

ら
で
あ
る

t

-

S

)

ポ
ジ

V
ォ
シ
・
メ
デ
ィ
ア

l
ヌ

こ
の
よ
う
な
「
創
始
権
力
」
の
「
仲
介
的
地
位
」
の
ゆ
え
に
、

紹

ハノ“

nu

上
位
法
下
位
法
と
の
関
係
に
お
け
る
特
性
が
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。
ま
ず
、
上
位
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
国
際
法
と
国

内
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
二
元
論
、
園
内
法
優
位
の
一
元
論
、
国
際
法
優

位
の
一
元
論
の
批
判
を
通
じ
て
、
検
討
が
進
め
ら
れ
る
。

エ
l
ト
ル
・
ミ
ス
テ
ク

二
元
論
に
対
し
て
は
、
-
国
際
法
主
体
と
し
て
の
国
家
を
「
神
話
的
存
在
」

視
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
、
国
際
法
は
直
接
・
間
接
に
国
家
機
関
を
拘
束
す

る
の
で
あ
っ
て
、
国
際
法
に
関
連
す
る
法
が
園
内
法
全
体
に
及
ぶ
こ
と
を
確

認。

2
二
元
論
は
結
局
「
相
対
主
義
的
信
仰
告
白
」
で
あ
り
「
視
点
の
二
元

論
」
に
帰
す
る
が
、
こ
の
二
元
論
は
社
会
学
的
現
実
を
無
視
し
た
思
弁
的
擬

制
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
国
際
法
の
直
接
の
名
宛
人
は
園
内
法
の
法
人
格
で

あ
り
、
国
民
個
人
相
互
間
の
関
係
を
直
接
間
接
に
規
整
す
る
こ
と
を
指
摘
し

て
、
二
元
論
を
否
定
す
る
(
刊
五
郎
一
{
問
団
)
。

国
内
法
優
位
の
一
元
論
に
対
し
て
は
、
数
ヶ
国
を
拘
束
す
る
国
際
法
は
、

そ
れ
ら
諸
国
に
と
っ
て
同
一
の
法
規
則
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
、
規
範
的
秩

序
の
代
り
に
国
家
的
便
宜
の
事
実
状
態
を
記
述
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
国
際
法

の
存
在
の
否
定
論
だ
と
し
て
拒
否
す
る
(
同
点
ψ
)

。

国
際
法
優
位
の
一
元
論
に
つ
い
て
は
、
-
セ
ル
の
い
っ
た
よ
う
に
、
国
家

法
と
は
別
に
、
世
界
的
な
社
会
の
連
帯
性
に
対
応
す
る
超
国
家
的
法
が
存
在

す
る
。

2
成
文
国
際
法
の
制
定
は
諸
国
家
の
合
意
に
基
づ
く
国
際
法
一
(
閥
↑
開

都
崎
錦
町
山
国
)
と
、
既
定
の
実
定
的
超
国
家
機
関
の
制
定
す
る
国
際
法
(
一
院

民
思
r)
が
あ
る
が
、
前
者
は
諸
国
の
協
調
関
係
、
後
者
は
従
属
関
係
を
あ

ら
わ
す
。
前
者
が
現
行
国
際
法
の
主
力
を
な
す
が
、
諸
国
家
の
合
意
に
よ
る

そ
れ
ら
の
条
約
を
、
形
式
的
・
機
関
的
に
規
定
し
、
「
超
国
家
的
な
複
合
機

パ
ク
タ
・
ス
ン
ト
・
セ
ル

関
」
の
作
品
と
か
れ
。

3
国
際
協
約
の
妥
当
性
に
つ
い
て
「
契
約
は
守
ら
れ

ヴ
ア
ン
ダ

ざ
る
べ
ら
ず
」
と
い
う
規
則
が
、
法
秩
序
の
階
層
制
の
理
性
的
原
則
に
基
づ

ラ

νオ
ネ
ル
マ

y
・
コ
ン
ト

ν
ニ
ヤ

γ

く
も
の
で
か
あ
り
「
理
性
的
に
強
行
的
」
な
「
現
実
的
規
則
」
だ
と
解

す
る
(
グ
ン
ツ
)
。
し
た
が
っ
て
ケ
ル
ゼ
ン
が
国
際
法
優
位
か
園
内
法
優
位
か

プ
/
に
近
い
」

は
「
仮
設
」
の
問
題
で
あ
っ
て
選
択
を
各
人
の
世
界
観
に
委
ね
る
と
し
た
こ

北法 14(2・116)318 

と
は
、
支
持
さ
れ
え
な
い
。
な
お
国
際
慣
習
法
は
国
際
法
の
自
律
的
法
源
で

ト

ν
レ

あ
り
、
諸
国
家
の
権
力
に
よ
る
複
合
的
機
関
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
て
い
る
も

の
と
解
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
創
始
権
力
の
特
質
は
、

一
切
の
事
前
に
実
定
的
に
規

定
さ
れ
た
形
式
お
よ
び
手
続
条
件
か
ら
独
立
し
て
、
協
調
の
第
一
次
的
法
を

生
ぜ
し
め
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
法
は
契
約
選
守
と
い
う
理
性
的
な
い
し

公
理
的
規
則
に
よ
っ
て
妥
当
性
を
も
っ
(
同
♂
乙
。

川
山
川
創
始
権
力
と
下
位
法
と
の
関
係
如
何
。
園
内
法
秩
序
に
お
い
て
創

始
権
力
は
常
に
最
高
権
力
で
あ
る
が
、
逆
は
汽
〈
で
は
な
い
。
だ
か
ら
最
高
権



G ・エロー教授の法理論の特質

カ
イ
コ
オ
ル
創
始
権
力
と
は
い
え
ず
、
後
者
の
真
の
定
義
は
、
国
内
法
に
お

い
て
最
大
限
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
権
力
で
あ
る
(
円
五
郎
・
)
。

創
始
権
力
は
国
際
法
の
契
約
遵
守
原
則
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
が
、
園
内
法

上
は
法
的
に
い
か
な
る
制
限
も
う
け
な
い
。
し
か
し
ダ
イ
シ
l
の
い
う
外
的

制
限
(
心
配
れ
い
れ
初
蜘
一
位
藷
)
お
よ
び
内
的
制
限
(
、
向
調
袖
欄
帥
)
に
よ
っ
て
、
事
実

上
制
限
さ
れ
て
い
る
(
鑓
始
学
)
。

こ
の
権
力
は
、
形
式
的
規
則
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て

(
削
僻
…
舵
)
、
絶
対
的
お
よ
び
相
対
的
創
始
権
力
に
区
別
さ
れ
る
。
後
者
の
例

と
し
て
は
、
憲
法
制
定
の
会
議
(
持
一
甥
哨
碍
)
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
創
始

権
力
を
そ
の
起
源
の
観
点
か
ら
定
義
し
て
一
切
の
法
的
授
権
外
の
事
実
的
権

力
と
規
定
す
る
の
は
つ
勺
計
八
万
ベ
)
、
法
的
に
必
ら
ず
し
も
正
確
で
は

な
い
。
制
定
さ
れ
た
手
続
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
創
始
権
力
(
開
対
)
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

同
憲
法
制
定
権
と
創
始
権
力
と
の
関
係
。
そ
も
そ
も
憲
法
お
よ
び
制
定

権
の
法
学
的
定
義
は
、
実
質
的
内
容
に
よ
っ
て
(
江
)
で
は
な
く
、
緒
形
式

的
に
の
み
な
し
う
る
。
す
な
わ
ち
国
内
法
階
層
の
う
ち
で
最
高
位
を
占
め
る

法
規
則
が
憲
法
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
を
「
作
成
し
、
修
正
し
、
廃
止
す
る
」

権
力
が
、
制
定
権
(
臨
即
時
一
日
)
で
払
日
(
月
d
D
F
)

。

制
定
権
は
常
に
創
始
権
力
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
絶
対
的
創
始
権
で
あ
る
場

合
と
相
対
的
な
そ
れ
で
あ
る
場
合
と
が
あ
る
。
絶
対
的
創
始
権
力
が
個
人
的

権
力
と
し
て
恒
久
化
す
る
場
合
は
、
む
き
出
し
の
権
力
的
事
実
で
あ
っ
て

(
ぷ
断
)
、
制
憲
権
に
な
ら
な
い
。
制
憲
権
と
な
る
と
き
、
性
質
上
ま
た
形
式

上
そ
れ
は
絶
対
的
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
相
対
化
す
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う

に
形
式
的
・
機
関
的
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
、
実
質
的
内
容
上
限
定
さ
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
憲
法
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
創
始
権
力
は
消
滅
す
る
。

国
家
を
創
設
す
る
の
は
、
通
常
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
憲
法
な
の
で
は
な

く
、
創
始
権
力
だ
と
解
す
べ
ぎ
こ
と
が
強
調
さ
九
一
心
(
片
MA--∞)。

山
セ
ル
の

LEEr-oヨ
S
H
Fロロ片岡
O
ロ
ロ
巳
の
理
論
は
、
国
際
法
と
国
内

法
の
関
係
を
円
巳
円
P
Z
E回
忌
コ
己
に
よ
っ
て
な
す
考
察
と
し
て
は
正
し
い

が
、
法
学
は
形
成
的
基
準
に
よ
る
吋
き
で
あ
る
と
し
、
通
常
の
条
約
締
結

の
方
法
に
よ
る
場
合
は
二
機
関
の
機
能
が
分
化
す
る
の
で
な
く
、
「
一
つ

の
心
理
的
意
見
の
機
関
的
分
化
」
が
あ
る
と
解
す
る
。
ま
た
国
際
法
規
の

「
対
象
は
国
際
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
形
式
的
妥
当
性
は
、
国
家
規
範
の

そ
れ
で
あ
る
」
(
吋

r
g
p
司・

5
U
ぐ・明
E
b
Bご。

凶
硬
性
・
軟
性
憲
法
の
特
殊
な
区
別
の
仕
方
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
そ
れ

は
国
内
的
最
高
権
力
に
よ
り
修
正
不
可
能
な
も
の
(
硬
)
、
可
能
な
も
の
(
軟
)

の
区
別
に
選
一
見
さ
れ
る
。
憲
法
と
通
常
法
律
と
の
古
典
的
な
区
別
は
、
政

治
学
的
で
あ
っ
て
採
り
え
な
い
。
従
来
の
軟
憲
法
の
う
ち
に
は
、
憲
法
価

値
の
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
。
従
来
の
硬
憲
法
の
う
ち
に
は
、
便
憲
法
、

軟
憲
法
、
非
憲
法
が
含
ま
れ
る

(ZM凶)
リ

間
芦
部
信
喜
教
授
(
憲
法
制
定
権
力
、
日
本
国
憲
法
体
系
I
、
一
一
四
五
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介

頁
)
ら
の
立
場
(
筆
者
も
そ
れ
を
と
る
)
は
、
エ
ロ

l
教
授
の
法
実
証
主
義
の

立
場
か
ら
は
、
一
種
の
自
然
法
学
説
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
参
照
さ
れ

て
い
る
ピ
ユ
ル
ド
i
教
授
の
「
法
の
理
念
」
理
論
の
立
場
は
、
エ
ロ

l
教

授
に
よ
っ
て
「
自
然
法
主
義
者
と
法
実
証
主
義
者
と
の
ま
さ
に
仲
介
的
地

「、吋

F
4
m
o
/

位
を
占
め
る
」
{
E
・

E.)
と
さ
れ
て
い
る
乙
と
は
、
興
味
深
い
。
な
お
、

参
照
、
菅
野
喜
八
郎
、
自
然
法
論
的
憲
法
改
正
限
界
論
、
「
法
学
」
二
六

巻
一
号
。

凶

オ

1
リ
ウ
も
、
国
家
以
前
に
「
創
設
」
(
母
ゲ
ロ
仏

2)
権
力
が
存
在
す
る

乙
と
を
認
め
る
が
、
表
現
が
不
充
分
だ
と
す
る
。
ま
た
、
ピ
ユ
ル
ド
ー
が

国
家
を
制
度
化
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
こ
と
は
、
憲
法
が
国
家
を
創

造
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
が
、
国
家
の
制
度
佑
以
前
に
「
政
治
権
力
」
が

あ
り
、
壇
家
は
そ
の
一
種
に
す
り
き
ぬ
ζ

と
が
強
調
さ
れ
る

(
P均
一
q
p
)。

紹

創
始
権
力
の
発
現
1

1
進
化
l
l消
滅
。
創
始
権
力
の
概
念
を
「
抽
象

的
・
静
的
」
に
芳
密
訴
し
た
後
、
そ
れ
を
「
動
的
」
か
つ
「
歴
史
的
」
事
例
に

m
 

よ
り
具
体
的
に
検
討
す
る
。

ア
ク
セ

νオ
ン
・

νガ
ル

ア

ク

セ

V
オ
ン
・
イ
レ
ガ
ル

出
現
に
つ
い
て
、
創
始
権
限
の
合
法
的
取
得
と
非
合
法
的
取
得

の
区 (1)
別
カf
問
題
と
さ
れ
る

「
軟
性
」
憲
法
の
改
正
に
よ
っ
て
相
対
的
創
始

権
力
を
取
得
す
る
場
合
、
合
法
的
取
得
で
あ
る
が
、

一
種
の
革
命
に
準
ず
る

も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
法
的
に
い
か
な
る
障
擬
も
な
く
、
体
制
の
一
切

の
変
更
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
非
合
法
革
命
と
は
異
な
り
、

新
権
力
に
対
し
て
手
続
条
件
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
手
続
に
よ
っ
て

革
命
の
断
続
的
段
階
を
避
け
る
こ
と
が
で
年
ふ
れ
(
H
J
W
u
-
-
)
。

革
命
現
象
と
は
「
一
切
の
反
対
的
上
位
法
規
則
を
じ
ゅ
う
り
ん
し
て
国
内

秩
序
の
最
高
位
階
、
を
或
る
権
力
が
取
得
す
る
と
い
う
事
実
」
で
あ
る

(1

3)。
憲
法
は
必
ず
し
も
廃
止
さ
れ
な
い
が
、
新
一
最
高
権
力
に
対
し
て
は
そ

の
強
制
的
効
力
を
失
な
う
。
革
命
権
力
は
一
時
期
、
万
能
で
あ
っ
て
絶
対
的

創
始
権
力
で
あ
り
う
る
が
、
憲
法
が
明
示
的
・
黙
示
的
に
廃
止
さ
れ
な
い
か
ぎ

り
は
、
革
命
権
力
も
相
対
的
創
始
権
力
た
る
に
と
ど
ま
る
(
矧
唱
一
品
制
闘
に
)
。

憲
法
改
正
機
関
が
相
対
的
創
始
権
力
を
取
得
し
て
も
、
下
位
法
規
則
を
修
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正
す
る
に
と
ど
ま
る
場
合
が
通
常
で
あ
る
。
憲
法
制
定
権
が
制
定
手
続
や
権

限
を
修
正
す
れ
ば
「
軟
性
」
憲
法
の
修
正
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
権
力
な
い
し

園
内
法
の
特
徴
を
変
え
な
い
単
な
る
修
正
に
と
ど
ま
る
場
合
が
あ
る
。
憲
法

制
定
権
を
他
に
移
譲
す
る
場
合
は
稀
で
は
あ
る
が
、
あ
れ
ば
、
重
大
な
変
更

で
あ
る
(
ト
日
間
一
日
一
一
転
倒
十
一
戸
軒
町
一
一

E
W慨
)
。
そ
れ
に
よ
り
共
和
国
の
廃
止
も

個
人
的
権
力
の
設
立
も
可
能
と
な
る
。
憲
法
制
定
権
は
、
全
権
力
を
恒
久
的

な
い
し
決
定
的
に
委
譲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
殺
」
す
る
が
、
そ
れ
は

「
法
的
に
可
能
で
あ
っ
て
も
、
稀
に
し
か
起
ら
な
い
」
。
な
お
、
制
定
さ
れ

た
制
憲
権
は
、
恒
久
的
権
力
と
な
る
こ
と
は
政
治
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
聞

け
九
J

的
に
機
能
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
結
局
創
始
権
力
は
む
し
ろ
革
命
の
事
実

あ
る
い
は
国
家
の
創
造
の
結
果
で
あ
る
(
吋
ジ
ム
)
。



ν
1
4一ユ

凶
創
始
権
力
の
支
配
に
つ
い
て
。

創
始
権
力
が
恒
久
的
政
治
体
制
で
あ
る
こ
と
は
先
進
国
に
お
い
て
は
稀
で

あ
る
が
、
相
対
的
創
始
権
力
の
例
と
し
て
は
絶
対
王
制
(
阻
齢
制
時
札
一
比
一
間
一
設

問
一
社
は
)
お
よ
び
国
民
公
会
制
お
よ
び
個
人
的
独
裁
制
(
U
打
付
託
、
)
が
あ

る
。
絶
対
的
創
始
権
力
の
例
と
し
て
は
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
が
あ
る
(
凡
打
川
一
口
i

性向一民一に肌
W
M
滞
日
)
。
一
九
三
三
年
七
月
十
四
日
の
ワ
イ
マ

l
ル
憲

法
廃
止
、
憲
法
改
正
権
の
委
任
の
後
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
「
民
族
精
神
」
に
よ

り
一
切
の
法
規
を
制
定
改
廃
し
う
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
(
J
b
g
)
。

つ
い
で
臨
時
政
府
の
問
題
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
(
省
略
)
。

間
憲
法
制
定
権
の
行
使
に
つ
い
て
。
黙
示
的
行
使
と
明
示
的
行
使
と
に

区
別
す
る
。

G.エロー教授の法理論の特質

黙
示
的
行
伎
は
、
先
行
法
秩
序
を
じ
ゅ
う
り
ん
し
て
臨
時
政
府
が
実
効
的

に
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
起
る
。
新
権
力
の
機
構
・
権
限
が
恒
久
的

か
つ
明
白
に
先
行
憲
法
に
矛
盾
す
る
限
度
で
廃
止
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ

る
。
創
始
権
力
の
合
法
的
な
取
得
の
場
合
に
は
性
質
上
当
然
に
は
黙
一
不
的
制

憲
権
の
行
使
と
は
な
ら
な
い
。

黙
示
的
行
使
は
さ
ら
に
、
停
止
と
廃
止
に
区
別
さ
れ
る
。
前
者
は
革
命
の

当
然
の
直
接
的
効
果
で
あ
り
、
法
学
的
意
味
に
お
け
る
革
命
そ
の
も
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
革
命
が
為
政
者
を
変
更
す
る
の
み
で
、
憲
法
の
変
更
を
と
も

な
わ
ぬ
場
合
も
あ
る
(
絞
)

Q

臨
時
政
府
の
プ
町
ラ
マ
J
r
d
y
は
、
新
権
力
の
確

認
と
宣
言
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
先
行
憲
法
を
廃
止
す
る
。

革
命
に
よ
る
憲
法
の
廃
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ト
ー
タ
ル
な
も
の
だ
と
解

す
る
ル
ソ
l
流
の
社
会
契
約
説
憲
法
論
な
い
し
、
政
治
契
約
説
憲
法
論
を
批

判
し
、
法
学
の
立
場
か
ら
は
、
憲
法
は
法
と
し
て
双
務
的
で
な
く
一
方
的
意

思
表
示
で
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
と
し
、
憲
法
の
廃
止
は
、
全
面
的
で
な
く
「
限

定
的
か
つ
純
偶
発
的
な
性
格
」
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る

(刊
M
A
U
L
。

制
憲
権
の
明
示
的
行
使
と
は
、
採
択
さ
れ
た
法
的
手
続
に
し
た
が
っ
て
、

憲
法
規
則
を
明
示
的
に
制
定
す
る
こ
と
を
い
う
(
晴
雄
一
ぷ
い
浩
司
社
一
四
一
政

銃
一
郡
山
特
例
一
)
。
通
常
一
は
、
革
命
後
創
始
権
力
が
憲
法
制
定
の
た
め
諸
機
関

に
如
何
y

ス
フ
ォ
町
し
て
制
定
権
ー
を
行
使
す
る
(
十
臥
畑
一
位
均
一
時
W
制
Y
銑
鉱
騨
一
同

一
位
詔
一
一
日
齢
…
尚
一
り
十
七
)
。
こ
の
制
定
権
が
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
お
よ
び

制
定
権
が
他
機
関
に
委
譲
さ
れ
る
場
合
の
態
様
は
種
々
で
あ
る
。
カ
レ

l

・

ド・
7

ル
ベ

I
ル
が
「
実
定
憲
法
以
前
に
は
事
実
が
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
」
と
い
っ

た
が
、
論
理
的
・
実
際
的
に
不
正
確
で
あ
り
、
法
的
に
構
成
さ
れ
た
制
憲
機

関
と
そ
の
権
限
が
先
行
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
創
始
権
力
か
ら
常

に
直
接
憲
法
法
規
が
発
生
す
る
訳
で
は
な
い
(
…

18)。

憲
法
の
内
容
が
こ
の
よ
う
に
し
て
明
示
的
に
決
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
法
的
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権
力
の
行
使
に
あ
た
っ
て
は
「
一
切
の
制
限
か
ら
絶
対
的
に
自
由
」
で
あ
っ

て
、
ダ
イ
シ
l
の
い
う
事
実
上
の
「
外
的
」
お
よ
び
「
内
的
」
制
限
が
あ
る



介

に
す
ぎ
な
い
。
人
権
宣
言
も
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
「
道
徳
的
原
則
」
が
「
文
明

紹

の
理
念
」
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
事
実
上
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
と

「
人
権
宣
言
を
デ
ュ
ギ
ー
の
よ
う
に
憲
法
制
定
権
よ
り
も
「
優
位
す
る
法
」
と

γ

ど
ま
る
(
す
る
解
釈
、
ォ
I
リ
ウ
の
慣
習
法
と
解
す
る
税
が
否
定
さ
れ
る
ロ

-
g叫
iug」

旧
憲
法
規
則
は
、
新
憲
法
規
則
と
両
立
し
え
な
い
限
度
で
廃
止
さ
れ
る
が
、

両
立
し
う
る
も
の
は
引
続
き
生
き
る
。
た
だ
し
憲
法
法
規
と
し
て
の
効
力
は

革
命
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
改
正
手
続
に

よ
ら
ず
し
て
改
廃
し
う
る
(
P
N
u
)
。

新
憲
法
の
公
布
に
よ
っ
て
、
創
始
権
力
は
消
滅
し
、
新
た
に
国
法
秩
序
が

制
度
化
さ
れ
た
秩
序
と
な
る
。

川
イ
ギ
リ
ス
国
会
は
、
恒
久
的
相
対
的
創
始
権
力
で
あ
る
。
わ
が
国
の
新

憲
法
制
定
事
情
の
説
明
に
も
参
考
に
な
る
。

結

壬五
日ロ

以
上
の
検
討
に
基
づ
い
て
、
胃
頭
の
問
題
提
起
に
対
す
る
解
答
を
要
約
し

て
、
小
稿
を
結
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

1 

先
ず
、
ヶ
ル
ゼ
ン
の
影
響
の
意
義
と
程
度
に
つ
い
て
。
そ
の
影
響
は

批
判
主
義
的
方
法
論
お
よ
び
法
秩
序
の
論
理
的
体
系
化
の
操
作
に
明
瞭
で
あ

る
が
、
同
時
に
そ
れ
に
と
ど
ま
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
切

の
倫
理
的
・
政
治
的
価
値
判
断
を
排
除
し
、
当
為
と
存
在
を
区
別
し
た
う
え
、

当
為
の
学
と
し
て
の
宗
教
・
倫
理
学
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
な

E
N君
gmm-

o
Eロ
ロ
ロ
聞
と
し
て
の
法
秩
序
の
規
範
科
学
が
、
法
の
科
学
だ
と
と
ら
え
た
、

北法 14(2・120)322

方
法
上
の
批
判
主
義
。
お
よ
び
、
法
秩
序
を
客
観
的
な
論
理
的
階
悌
体
系
に

構
成
す
る
理
論
的
操
作
。
こ
の
二
点
で
全
く
ケ
ル
ゼ
ン
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
影
響
の
限
界
は
、
次
の
三
点
に
は
っ
き
り
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。

哲
学
的
批
判
主
義
の
前
提
(
い
わ
ゆ
る
領
域
二
元
論
、
当
為
と

存
在
の
二
つ
の
世
界
の
隔
絶
)
の
拒
否
。

根
本
規
範
の
仮
設
住
の
否
定
。
ケ

ル
ゼ
ン
の
全
法
理
論
を
、

も
の
と
し
た
限
定
。

一
定
法
秩
序
の
内
部
的
妥
当
性
に
の
み
適
用
す
る

2 

右
三
点
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
ケ
ル
ゼ
ン
に
対
す
る
根
本
的
な
挑
戦

で
あ
る
が
、
法
秩
序
の
構
成
に
お
け
る
「
機
関
意
志
」
の
導
入
と
「
残
存
権

限
」
概
念
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
法
秩
序
を
、
規
範
を
産
む
自

己
創
造
な
い
し
権
限
を
委
任
す
る

(
g
B℃
合

2
2
1
L色
企
阻
止

g)
体
系
と
解

す
る
ウ
ィ
ー
ン
学
派
に
反
対
し
て
、
法
規
則
と
機
関
と
の
交
替
的
継
起
と
し

て
法
秩
序
を
と
ら
え
、
法
規
則
が
禁
止
し
な
い
で
、
機
関
怠
士
山
に
権
限
を
残

し
て
い
る
(
口
D
5
1
Rロ
g
l広
田
氏
ロ
)
体
系
で
あ
る
と
解
す
る
。
こ
の
見
解
の

基
縫
と
な
っ
て
い
る
諸
概
念

l
i権
力
な
い
し
実
体
的
権
能
の
能
動
的
・
創

造
的
性
格
、
法
規
則
の
消
極
的
・
禁
止
的
性
格
、
法
規
則
の
形
式
決
定
面
と

内
容
決
定
面
の
区
別
1

ー
は
、
い
ず
れ
も
、
ヶ
ル
セ
ニ
ス
ム
に
対
す
る
反
対

論
と
し
て
興
味
が
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
独
創
性
は
、
創
始
権
力
の
理
論
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
当
為



ポ

ワ

ン

・

ド

・

コ

ン

タ

ク

ト

シ

ヤ

ル

と
し
て
の
法
と
存
在
と
し
て
の
法
と
の
「
接
点
」
な
い
し
「
か

ニ
エ
ー
ル

な
め
」
と
し
て
の
こ
の
概
念
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
全
法
理
論
の
倒
壊
の
つ
ま

つ
ぎ
の
石
の
位
置
に
据
え
ら
れ
た
、
エ
ロ

l
理
論
建
設
の
隅
の
親
石
だ
と
い

っ
て
よ
さ
そ
う
だ
。
こ
の
権
力
が
、
不
可
抗
的
な
最
強
の
実
体
的
力
に
よ
っ

て
、
妥
当
性
の
体
系
と
し
て
の
法
秩
序
に
実
効
性
を
保
障
し
、
「
全
体
的
妥

ジ
ュ
リ
デ
ィ

νテ

当
性
」
す
な
わ
ち
実
定
法
と
し
て
の
「
法
的
性
格
」
を
与
え
る
。
こ
の
創

始
権
力
の
概
念
が
実
定
法
の
当
為
と
存
在
の
認
識
論
上
の
矛
盾
を
巧
み
に
克

服
す
る
道
具
と
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
国
際
法
と
園
内
法
、
革
命
と
実

定
法
と
の
関
連
等
に
つ
い
て
の
実
定
的
解
明
に
、
有
用
な
、
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

G.エロー教授の法理論の特質

最
後
に
、
こ
の
創
始
権
力
の
理
論
が
、
深
い
フ
ラ
ン
ス
的
思
考
の
根

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
教
授
は
、
強
制
力
の
規
範
秩

プ
9
マ
・
ド
・
ヲ

7
オ
ル
ス

序
と
し
て
の
法
秩
序
の
始
源
は
「
力
の
優
位
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
一

穫
の
我
思
う
」
で
あ
る
と
し
(
日
江
別
;
)
、
明
析
な
演
絡
的
形
式
論
理
を
展
開

し
て
い
る
。
そ
こ
に
、
新
カ
ン
ト
派
の
方
法
論
を
駆
使
し
た
、
カ
ル
テ
ジ
ヤ

3 
ニ
ス
ム
一
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
例
え
ば
、
世
界
的
法

秩
序
を
構
成
す
る
理
性
的
に
強
行
的
な
「
公
理
」
と
い
う
発
想
は
、
デ
カ
ル

ト
の
伝
統
に
遡
る
、
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
教
授
の
理
論
が
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
法
実
証

主
義
の
幹
に
し
っ
か
り
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
疑
を
容
れ
な
い
。
す
な

わ
ち
、
ヶ
ル
ゲ
ン
に
し
た
が
っ
て
法
の
科
学
を
規
範
科
学
と
し
た
こ
と
は
、
決

し
て
法
を
社
会
的
事
実
か
き
り
は
な
し
て
「
天
地
の
聞
の
雲
の
な
か
に
宙
づ

り
に
し
た
」
わ
け
で
は
な
い
。
教
授
に
と
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
社
会
的
現
実

に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
「
法
的
現
実
」
の
忠
実
な
解
釈
が
、
法
の
科
学

の
任
務
で
あ
る
。
創
始
権
力
の
概
念
は
、
法
学
的
、
社
会
学
的
現
実
を
直
視

し
、
方
法
論
的
に
分
極
化
し
た
う
え
で
、
認
識
論
的
要
請
に
よ
っ
て
接
合
す
る

た
め
の
純
粋
概
念
だ
、
と
で
も
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
例
え
ば

機
関
意
志
な
い
し
法
人
格
の
概
念
を
、
法
秩
序
の
必
須
の
構
成
要
素
と
し
て

導
入
し
た
こ
と
は
、
明
ら
か
に
カ
レ

l
・ド・
7

ルベ

l
ル
の
遺
産
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
力
の
優
位
の
法
理
論
が
、
実
定
法
の
現
実
認
識
の
理
論
で
あ
っ

て
、
そ
れ
自
体
権
力
に
迎
合
す
る
理
論
で
な
い
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
実
証

主
義
者
の
確
立
し
た
常
識
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
実
定
法
の
現
実
を
客
観
的
に

厳
し
く
正
視
さ
せ
る
法
理
論
は
、
宗
教
的
・
倫
理
的
自
然
法
と
の
対
決
を
鮮

明
に
し
、
「
勇
敢
な
法
律
家
」
の
よ
り
明
確
な
実
践
的
決
断
を
う
な
が
す
理
論

と
し
て
機
能
し
う
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
教
授
の
法
理
論
そ
の
も
の
の
中
に
、

世
界
的
法
秩
序
の
構
成
に
お
け
る
セ
ル
の
連
邦
主
義
論
に
も
と
づ
く
国
際
主

義
な
い
し
世
界
主
義
が
参
透
し
て
お
り
、
他
方
、
国
家
権
力
に
対
す
る
「
対
抗

者
」
と
し
て
の
平
等
の
地
位
に
個
人
の
固
有
の
権
能
(
U
U
勺
駒
一
限
時
一
昨
コ

初
心
"
が
一
円
J
Jぜ
い
V

一
J
A
g
)
を
高
め
て
い
る
点
ゃ
、
法
規
則
を
制
限
的
、
消
極

的
本
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
い
る
点
、
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
の
占
典
的
個
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人
主
義
・
自
由
主
義
の
魂
を
感
得
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

結
論
と
し
て
同
教
授
の
法
理
論
は
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
法
実
証
主
義
の
子

北法 14(2・122)324

紹

で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
規
範
論
理
的
方
法
論
を
摂
取
し
つ
つ

も
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
非
現
実
的
一
面
性
を
克
服
し
て
、
実
定
法
の
生
き
た
現
実

に
適
合
さ
せ
た
「
創
始
権
力
」
の
理
論
に
よ
っ
て
、
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
い

っ
て
お
こ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
れ
ば
「
規
範
的
法
実
証
主

義
」
(
げ
付
ラ
)
の
一
派
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
は
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

山
ケ
ル
ゼ
ン
の
理
論
に
対
す
る
評
言
。
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THEORlE GENERALE DU  DROIT DE 

M. GUY HERAUD 

-Un exemple fran写aisde depasser le kelsenisme一

-Tada1王azuFUKASE， 
Professeur adjoint a la Faculte， 
Droit constitutionne1. 

Pourquoi 1a theorie gen毛raledu droit de M. Heraud interesse 

les juristes japonais? Parce qu'elle 1eur presente un exemp1e tres 

remarquab1e de surmonter 1es graves di伍cultesde 1a theorie de 

Ke1sen， tout en utilisant 1es e1ements va1ab1es du normativisme 

viennois. Ce1ui.ci， d' ailleurs， avait au Japon profondement charme 

au cours des annees de 1920 et 1930 l' esprit de que1ques pub1ici-

stes au premier rang (par exemple， M. K. Y okota， droit interna-

tiona1， M. S. Kiyomiya， droit constitutionne1)， et 1aisse encore 

aujourd守1Uisubsister chez plusieurs auteurs l' influence leguee de 

l' eco1e kelsenienne. 

La “these de droit" de M. Heraud，“L' ordre juridique et le 

pouvoir originaire， Toulouse， 1946"， completee et developpee par 

ses nombreux articles recents， constituerait un des monuments tres 

importants dans l' histoire de doctrines contemporaines du droit en 

France， bien qu' el1e occupe une position particuli己rechez les pub1ici-

stes francais. 

Le present article d' introduction tache de faire se degager， 10_ 

la 1igne gl白白tiquede 1a theorie de M. Heraud notamment en rela-

tion avec 1e kelsenisme， 20-ses traits originaux vis-a-vis de celui-ci， 

30-1es elements proprement francais impregnes dans son systeme. 

lO-Le tableau geneatique pourrait etre dessine de 1a maniere 

sUlvante. 

Le positivisme classique de Carre de Malberg avec notamment 

la notion de personne juridique ainsi qu' avec le sens penetrant 

pour la realite juridique. 
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-Le positivisme objectiviste de Dupeyroux ra伍ne par le 

normativisme kelsenien， mais depassant celui-ci par l' introduction 

de la notion du pouvoir. 

-le positivisme objectiviste et criticiste de M. Heraud， develop-

pant la position de Dupeyroux par la notion la plus poussee du 

pouvoir ongmaire， avec une harmonieuse synthese du fed仕alisme
de G. Scelle amSl que de la methode criticiste et du proc己dede 

syst釦latisationhierarchique du droit de Kelsen. 

20-A ces deux derniers egards， l' influenc~ de Kelsen est ap-

parente dans toute son oeuvre， mais elle n' en connait pas moins， 

d' une facon la plus radicale， les oppositions et rejets. C' est-a-dire， 

le rejet du postulat philosophique criticiste， le refus du caractere 

hypothetique pour la norme fondamentale， la 必limitationde la va-

lidite de Kelsen dans le seul cadre de validite interne， l' interpreta-

tion negative de regles de droit ainsi que la notion positive du 

pouvoir pour comprendre le systeme juridique comme celui de 

competences-首位duau lieu de compt白ces-delegation，etc. 

La notion du pouvoir originaire represente l' idee maitresse de 

la theorie de M. Heraud. Ce point de contact ou cette charniere 

entre Sollen et Sein juridiques， n' est-cepas la pierre angulaire 

pour l'edi五cedoctrinale de M. Heraud， placee d' ailleurs precisement 

a l' endroit de la pierre d' achoppement pour celle de Kelsen? Cette 

notion originale temoigne bien， semble-t-il， l' utilite non seulement 

pour resoudre le dilemme epistemologique de deux aspects de droit 

comme norme et fait social， mais aussi pour pe凶trermethodique-

ment et dynamiquement les realites juridiques， par exemple， les 

rapports entre les droits international et interne， la revolution et le 

droit positif， etc. 

30 -On pourrait enfin signaler dans l' oeuvre de M. Heraud 

l' esprit fort cart白ien:par exemple，“le primat de la force" est 
“une sorte de cogito"， et “pacta sunt servanda" est le principe 
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“axiomatique" et “rationnellement contraignant" qui construit l'ordre 
juridique mondial， etc. 

Le positivisme juridique de M. Heraud s' inspire a bien des 

匂ardsdu positivisme proprement francais dont le pere白 tCarre 

de Ma1berg. Notons， par exemp1e， que M. Hるraud，influence par 

Ke1sen， certes， mais ne suit point cet exces de normativisme qui 

suspend 1e droit “entre cie1 et terre dans 1es nuages， et sa science 
juridique de“1a p1us grande force" n' exclue point 1e respect pour 
“l' existence des reg1es d' ordre mora1， qui dominent elles.memes de 
1eur superiorite majeure toute puissance etatiqueぺ Loindonc d' un 

agnosticiste“1ache"， on trouve un des juristes francais“courageux円
五de1eaux principes de 1789 (“individus simp1es particu1iers"， ayant 

“1a puissance intrinseque" comme l' Etat， sont le seu1“riva1" vis-a-
vis de l' Etat!) et un id白1isteinfatigab1e pour 1a federation europe-

enne et mondia1e. 

Les idees de M. Heraud present己esdans cet article， ecrit avec 

une respectueuse amitie dont l' auteur a eu l' honneur de se rejouir 

depuis sa visite a Strasbourg en 1959， ne manqueraient pas de 

faire r益出chir1es juristes japonais sur 1es grands prob1emes du 

droit contemporains. 
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